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問

題

の

所

在
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ヨム
日間

消
費
者
信
用
取
引
の
量
的
拡
(
叫
ん
(
図
1
a
-
b
参
照
)
と
取
引
形
態
の
多
様
化
を
背
景
と
し
て
、
我
国
で
も
消
費
者
信
用
取
引
に
対

す
る
包
括
的
規
制
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
具
体
的
に
い
か
な
る
消
費
者
信
用
取
引
を
い
か
に
規
制
す
る
か
、
そ

し
て
、
そ
の
た
め
に
い
か
な
る
立
法
措
置
が
必
要
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
未
だ
共
通
し
た
認
識
基
盤
、
を
形
成
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
の
が

け
現
状
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
打
開
す
る
た
め
の
一
つ
の
方
策
は
、
消
費
者
信
用
取
引
の
古
典
的
形
態
で
あ
る
割
賦
駿
売
に

つ
き
、
購
入
者
に
一
定
の
保
護
を
与
え
て
い
る
規
定
の
再
検
討
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
こ
れ
ら
の
伝
統
的
保
護
規
定
が
消

費
者
を
保
護
す
る
た
め
に
機
能
し
て
い
る
か
、
第
二
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
規
制
を
他
の
消
費
者
信
用
取
引
に
波
及
さ
せ
得
る
か
否
か

を
検
討
す
る
作
業
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
右
の
視
点
か
ら
、
割
賦
買
主
に
対
す
る
伝
統
的
保
護
規
定
の
一
つ
で
あ
る
割

賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
人
的
・
物
的
適
用
範
囲
を
解
明
し
た
い
と
考
え
る
。

割
賦
販
売
の
取
引
形
態
を
利
用
し
て
物
件
を
購
入
す
る
と
、
顧
客
は
、
割
賦
販
売
法
の
数
少
な
い
効
力
規
定
で
あ
る
同
法
五
条
・
六
条
に

よ
っ
て
次
の
よ
う
な
保
護
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
割
賦
販
売
業
者
が
購
入
者
の
賦
払
金
の
支
払
遅
滞
を
理
由
と
し
て
、
契
約

の
解
除
又
は
期
限
の
利
益
を
喪
失
さ
せ
一
括
し
て
残
代
金
-W
込
嗣
求
す
る
に
は
、
二

O
日
以
上
の
期
聞
を
定
め
て
書
面
で
支
払
い
を
催
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
(
割
賦
販
売
法
五
条
〉
。
ま
た
、
割
賦
販
売
業
者
が
契
約
を
解
除
し
た
場
合
に
顧
客
に
請
求
で
き
る
金
額
に
つ
い
て
も
制
限

が
設
け
ら
れ
て
い
る
〈
同
法
六
条
)
。
し
か
も
、
こ
れ
に
反
す
る
特
約
は
無
効
と
さ
れ
る
(
同
法
五
条
二
項
、
六
条
本
文
〉
。

従
っ
て
、
五
条
は
催
告
期
聞
を
法
定
化
し
書
面
を
要
求
す
る
点
で
民
法
五
四
一
条
の
解
除
の
要
件
を
加
重
し
た
規
定
で
あ
り
、
特
約
に
よ

る
期
限
の
利
益
の
当
然
喪
失
条
項
を
無
効
と
す
る
点
で
民
法
九
一
条
の
特
則
と
解
せ
ら
れ
る
。
他
方
、
六
条
は
、
損
害
賠
償
額
の
予
定
を
有
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説

効
と
し
、
裁
判
所
が
こ
れ
を
増
減
で
き
な
い
と
す
る
民
法
四
二

O
条
一
項
の
特
則
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

論

と
こ
ろ
で
、
購
入
者
保
護
の
こ
の
よ
う
な
要
請
は
ど
こ
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
割
賦
販
売
契
約
の
一
方
の
当
事
者
と
し
て
仲

費
者
が
登
場
し
て
く
る
点
が
、
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
に
よ
る
特
別
な
法
規
制
を
要
求
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
伝
統
的
な
購
入
者
保
護

北法33(2・4)302

の
規
定
で
あ
る
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
が
い
か
な
る

範
囲
の
購
入
者
を
保
護
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
人
的
適

用
範
囲
に
分
析
を
加
え
る
こ
と
が
、
本
稿
の
第
一
の
目

的
で
あ
る
。
右
規
定
を
消
費
者
保
護
規
定
と
し
て
性
格

づ
け
る
こ
と
は
、
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
実
定
法
上
明
確

に
定
義
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
、
消
費
者
信
用
取
引
に
お

け
る
「
消
費
者
」
概
念
に
対
し
て
具
体
的
な
内
容
を
肉

附
け
す
る
こ
と
に
役
立
つ
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
他
の
先
進
資
本
主
義
諸
国
に
お
け
る
と
同
様

に
我
国
で
も
、
割
賦
販
売
の
形
態
を
採
る
取
引
量
の
伸

び
は
今
日
著
し
く
減
少
し
(
図
2
参
照
)
、
割
賦
販
売

は
他
の
与
信
形
態
に
消
費
者
信
用
取
引
に
お
け
る
中
心

的
地
位
を
奪
わ
れ
て
い
る
。
経
済
の
高
度
成
長
を
背
景

一
九
六
五
(
昭
和
四

O
)年
以
降
、
と
り
わ
け

顕
著
に
な
っ
た
。
与
信
形
態
の
多
様
化
現
象
は
、
割
賦

と
し
て
、
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(1) 

販
売
に
お
け
る
信
用
供
与
機
能

i
l信
用
調
査
機
能
、
資
金
負
担
機
能
、
債
権
回
収
機
能
、
貸
倒
処
理
機
能
|
|
の
一
部
な
い
し
全
部
を
売

主
以
外
の
第
三
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
右
に
指
摘
し
た
よ
う
な
、
い
わ
ば

多
当
事
者
間
契
約
の
構
造
を
採
る
消
費
者
信
用
取
引
形
態
に
対
し
て
、
法
規
制
の
対
応
は
遅
れ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ

で
、
我
国
で
現
在
利
用
さ
れ
て
い
る
消
費
者
信
用
取
引
に
お
い
て
、
消
費
者
が
賦
払
金
を
遅
滞
し
債
務
不
履
行
に
陥
っ
た
場
合
に
お
け
る
信

用
供
与
者
の
権
利
行
使

i
l契
約
解
除
権
の
行
使
、
期
限
の
利
益
喪
失
条
項
の
主
張
、
損
害
賠
償
額
の
特
約
な
い
し
違
約
金
条
項
に
基
づ
く

請
求
等
|
|
の
制
限
の
問
題
に
つ
き
、
現
行
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
類
推
適
用
が
ど
こ
ま
で
可
能
か
、
そ
の
物
的
適
用
範
囲
の
限
界
を

検
討
す
る
こ
と
が
、
必
要
と
な
る
。
こ
れ
が
、
本
稿
の
第
二
の
目
的
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
消
費
者
が
関
与
す
る
い
か
な
る
信
用
形
態
を
、
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
規
制
を
受
け
る
割
賦
販
売
と
同
視
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
従
っ
て
、
割
賦
販
売
以
外
の
信
用
形
態
に
対
す
る
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
類
推
適
用
の
可
能
性
に

論
究
し
よ
う
と
す
る
本
稿
の
試
み
は
、
各
信
用
取
引
形
態
に
内
包
さ
れ
て
い
る
共
通
項
を
抽
出
す
る
作
業
を
前
提
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と

に
な
ろ
う
。
こ
の
点
で
、
本
稿
に
は
、
包
括
的
消
費
者
信
用
取
引
法
の
制
定
の
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
不
可
欠
な
各
消
費
者
信
用
取
引
の

消費者信用取引と割賦販売法五条・六条

法
構
造
の
確
定
と
そ
の
類
型
化
作
業
に
ひ
と
つ
の
た
た
き
台
を
提
供
す
る
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
下
で
は
、
右
に
述
べ
た
課
題
に
次
の
手
順
で
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
第
一
に
割
賦
販
売
法
の
立
法
過
程
に
お
い
て
立

助
法
者
が
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
適
用
範
囲
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
考
察
し
(
ニ
)
、
第
二
に
購
入
者
保
護
を
立
法
目
的
の
ひ
と

つ
と
す
る
割
賦
販
売
法
と
同
法
五
条
・
六
条
の
人
的
適
用
範
囲
の
関
係
を
検
討
す
る
(
三
)
。
第
三
に
、
割
賦
販
売
以
外
の
取
引
形
態
に
つ
き

五
条
・
六
条
の
類
推
適
用
の
可
否
が
問
題
と
な
っ
た
判
例
の
分
析
と
割
賦
販
売
契
約
の
法
構
造
の
再
構
成
を
通
じ
て
、
現
在
、
我
国
で
利
用

北法33(2・5)303

さ
れ
て
い
る
割
賦
販
売
以
外
の
消
費
者
信
用
取
引
形
態
に
対
す
る
五
条
・
六
条
の
類
推
適
用
の
可
能
性
を
示
し
た
い
(
四
)
。
最
後
に
、
要
約

し
、
本
稿
の
課
題
に
関
連
し
て
消
費
者
信
用
取
引
の
包
括
的
規
制
に
際
し
て
考
慮
す
べ
き
問
題
点
を
簡
単
に
指
摘
し
て
結
び
と
す
る
(
五
〉
。



説

t三j

と
こ
ろ
で
、
本
稿
は
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
類
推
適
用
の
可
能
怯
を
肯
定
す
る
、
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
前
提
に
対
し
て
は
「
割
賦
販
売
法
は
民
法
の
特
別
で
あ
り
、
そ
れ
故
契
約
の
内
容
を
制
限
す
る
効
力
を
定
め
る
規
定
は
よ
り
厳
格
に
解

論

さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
「
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
要
件
に
明
文
上
合
致
し
な
け
れ
ば
、
前
述
し
た

民
法
上
の
規
定
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
割
賦
販
売
法
上
明
文
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
民
法
上
の
規

定
は
適
用
さ
れ
な
い
(
特
別
法
は
一
般
法
に
優
先
す
る
)
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
か
ら
「
割
賦
販
売
法
上
明
文
の
規
定
の
な
い
場
合
に
は
直
ち
に
民

法
上
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
|
|
右
の
テ
ー
ゼ
の
裏
と
な
る
ー
ー
が
常
に
真
で
あ
る
と
は
、
込
脚
肌
町
時
に
い
え
な
(
刊
)
。
そ
こ

で
は
、
割
賦
販
売
法
上
明
文
の
規
定
が
な
い
こ
と
の
意
味
を
改
め
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ハ
1
)

日
本
割
賦
協
会
『
日
本
の
消
費
者
信
用
統
計
的
出
年
版
』
一
九
八
二
年
三
三
頁
、
五
一
一
良
に
よ
る
と
昭
和
五
五
年
の
消
資
者
信
用
新
規
供
与
傾
〈
住
宅
ロ

l

ン
を
除
く
)
は
一
六
兆
二
、
八
九
一
億
円
(
分
綴
方
式
、
推
計
方
法
、
デ
i
F
に
つ
い
て
は
前
掲
書
一
七
|
二
九
頁
参
照
〉
で
昭
和
五
五
年
の
民
間
放
終
消

費
支
出
ハ
実
質
)
に
占
め
る
割
合
で
一
五
・
九
例
外
に
達
し
、
国
民
総
生
産
(
実
質
)
の
八
・
六
%
に
相
当
す
る
。

(
2
〉
た
と
え
ば
、
一
九
七
二
(
昭
和
四
七
〉
年
の
割
賦
販
売
法
改
正
に
指
針
を
与
え
た
通
産
省
割
賦
販
売
審
議
会
答
申
'
「
消
費
者
信
用
に
関
す
る
消
費
者
利
益

の
保
護
増
進
に
つ
い
て
」
(
昭
和
四
七
年
一
月
二
八
日
)
で
は
、
消
費
者
保
護
に
万
全
を
期
す
る
に
は
規
制
の
対
象
を
分
割
払
い
で
あ
る
こ
と
、
商
品
等
の

販
売
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
限
定
し
な
い
で
消
費
者
信
用
全
体
を
対
象
と
す
る
「
消
費
者
信
用
保
護
法
」
的
な
と
ら
え
万
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
通
産
省
産
業
政
策
局
消
費
経
済
課
編
『
新
版
・
増
補
新
割
賦
販
売
法
の
解
説
』
一
九
七
六
年
三
五
八
頁
)
。
ま
た
、
昭
和
四
七
年
の

割
賦
販
売
法
改
正
案
を
審
議
し
た
衆
参
両
議
院
商
工
委
員
会
で
も
政
府
が
消
費
者
信
用
保
護
に
関
す
る
基
本
立
法
を
検
討
す
る
よ
う
、
附
帯
決
議
を
し
て
い

る
(
悶
一
五

i
一
六
頁
〉
。
そ
の
後
、
一
九
七
九
(
昭
和
五
回
)
年
九
月
に
公
表
さ
れ
た
国
民
生
活
審
議
会
消
費
者
政
策
部
会
報
告
「
消
従
者
信
用
取
引
の
適

正
化
に
つ
い
て
」
の
中
で
は
「
消
曲
目
者
信
用
取
引
の
適
正
化
を
図
る
法
的
規
制
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
今
後
ま
す
ま
す
多
悼
開
化
し
て
い
く
消
費
者
信
用

取
引
を
包
括
的
に
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
消
費
者
信
用
取
引
の
範
闘
を
そ
の
契
約
等
の
形
式
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
の
経
済
的
実

質
に
則
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
(
経
済
企
画
庁
国
民
生
活
局
消
費
者
行
政
第
一
課
・
第
二
課
編
『
消
費
者
政
策
の
新
し
い
課
題
|
l

国
民
生
活
審
議
会
消
災
者
政
策
部
会
報
告
』
一
九
八

O
年
三
七
頁
。
こ
の
報
告
は
昭
和
五
三
年
九
月
に
公
表
さ
れ
た
中
間
報
告
と
同
じ
内
符
で
あ
る
〉
。
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3
)

星
野
英
一
『
民
法
概
論
工
』
改
訂
版
一
九
七
四
年
一
四
頁
以
下
は
「
特
別
法
の
規
定
が
な
い
と
き
は
島
か
心
一
般
法
の
規
定
が
わ
か
ト
ト
適
用
さ
れ
る
」

と
形
式
的
に
考
え
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。
:
:
:
そ
の
立
法
趣
旨
が
、
そ
の
事
態
か
ら
生
ず
る
問
題
の
う
ち
あ
る
事
項
、
関
係
に
つ
い
て
か
恥
特
別
の
規

定
を
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
他
の
関
係
に
つ
い
て
は
一
般
法
に
委
ね
る
と
い
う
趣
旨
な
ら
ば
、
一
般
法
を
適
用
す
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
、
そ
の
特
別
法
の
趣

旨
か
ら
、
明
文
の
規
定
こ
そ
な
い
が
、
な
お
そ
の
事
項
、
関
係
に
つ
い
て
は
、
一
般
法
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
の
は
妥
当
で
な
く
、
そ
の
事
態
に
つ

い
て
特
別
法
を
制
定
し
た
趣
旨
に
従
い
、
特
殊
の
考
慮
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
あ
る
い
は
特
別
法
の
規
定

を
拡
張
解
釈
し
て
、
そ
の
関
係
を
包
摂
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
一
般
法
を
適
用
す
る
が
、
特
別
法
の
趣
旨
を
考
慮
し
て
そ
の
解
釈
を
他
の
場
合
と
異
な
っ
た

も
の
と
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

立
法
過
程
か
ら
み
た
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
適
用
範
囲

(1) 

立
法
者
は
い
か
な
る
場
合
に
、
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
が
適
用
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
に
料
。
本
章
で
は
、
立
法
過
程
の

考
察
を
通
じ
て
、
現
在
、
消
費
者
信
用
取
引
に
関
す
る
法
の
い
わ
ば
欠
歓
状
況
に
遭
遇
し
て
、
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
が
解
釈
論
上
い
か

消費者信用取引と割賦販売法五条・六条

付
な
る
問
題
点
を
は
ら
ん
で
い
る
か
を
浮
き
彫
り
に
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

割
賦
販
売
法
の
制
起
の
基
礎
と
な
っ
た
の
は
、

一
九
六

O
(昭
和
三
五
)
年
二
月
一
日
に
公
表
さ
れ
た
通
産
省
産
業
合
理
化
審
議
会
流
通

部
会
の
答
申
「
割
賦
販
売
に
関
す
る
取
引
秩
序
法
の
作
成
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
問
答
申
は
割
賦
販
売
制
度
に
関
し
て
立
法
措
置
を
講
ず
べ

き
条
項
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
現
行
法
五
条
・
六
条
の
原
型
と
な
る
規
制
の
必
要
性
を
す
で
に
指
摘
し
て
い
…
が
。

そ
こ
で
は
、

耐
久
性
を
有

北法33(2・Z)305

し
、
か
つ
定
型
的
な
条
件
で
販
売
で
き
る
消
費
財
お
よ
び
生
産
財
を
目
的
物
と
し
、
そ
の
代
金
を
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
か
っ
三
回

以
上
に
分
割
し
て
支
払
う
こ
と
を
条
件
と
す
る
販
売
の
場
合
に
私
法
上
の
規
制
を
加
え
て
い
る
ψ

当
時
の
流
通
部
会
の
審
議
資
料
を
見
る
と

第
一
に
法
律
形
式
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
実
質
に
お
い
て
割
賦
板
売
と
同
様
の
目
的
を
も
つ
も
の
を
同
一
に
規
制
す
べ
き
か
、
第
二



説

に
不
動
産
、

サ
ー
ビ
ス
、
有
価
証
券
の
割
賦
販
売
を
ど
う
取
り
扱
う
の
か
、
第
三
に
購
入
者
が
商
人
で
あ
る
場
合
の
割
賦
販
売
あ
る
い
は
購

5命

売
会
、
共
済
組
合
等
が
そ
の
構
成
員
に
対
し
て
行
な
う
割
賦
販
売
を
購
入
者
が
一
般
消
費
者
で
あ
る
場
合
の
割
賦
販
売
と
同
様
に
規
制
し
て

よ
い
か
が
、
問
題
点
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
き
、
流
通
部
会
が
い
か
な
る
結
論
に
至
っ
た
の
か

北法33(2・8)306

は
、
答
申
の
内
容
か
ら
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
第
一
の
取
引
形
態
か
ら
み
た
割
賦
販
売
法
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
は
、

割
賦
販
売
と
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
の
定
義
が
示
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

何

一
?
し
』
、

一
イ
ノ
4

ノ

前
述
し
た
流
通
部
会
の
答
申
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
割
賦
販
売
法
案
は
、

ほ
ぼ
原
案
ど
お

(
昭
和
三
六
)
年
七
月
一
日
、
割
賦
販
売
法
は
公
布
さ
れ
る
に
至
つ

り
に
可
決
さ
れ
、

た
。
そ
の
際
、
立
法
者
は
次
の
よ
う
に
割
賦
販
売
法
の
規
制
対
象
を
考
え
て
い
た
も
の
と
解
さ
れ

(
8
)
 
る
。
す
な
わ
ち
、
取
引
形
態
の
面
か
ら
み
る
と
、

い
わ
ゆ
る

通
常
の
割
賦
販
売
(
但
し
、
代
金
を
二
月
以
上
の
期
間
に
わ

か
つ
三
回
以
上
に
分
割
し
て
受
領
す
る
こ
と
を
条
件

と
し
た
販
売
1

1
割
賦
販
売
法
二
条
一
項
及
び
図
3
・
図
4

た
り
、

参
照
)
、
前
払
式
割
賦
販
売
(
但
し
、
商
品
の
引
渡
に
先
立
つ

て
二
回
以
上
に
わ
た
り
、
代
金
の
全
部
又
は
一
部
を
受
領
す

る
こ
と
を
条
件
と
し
た
販
売
|
|
割
賦
販
売
法
一
一
条
参

照
)
、
及
び
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
(
登
録
し
た
割
賦
購
入
あ
っ

せ
ん
業
者
、
が
、
商
品
を
購
入
し
よ
う
と
す
る
者
、
す
な
わ
ち

利
用
者
に
対
し
て
、
特
定
の
販
売
業
者
か
ら
商
品
を
購
入
す

雇買込卑主
主孟
卑也監禁約締結

牟且』圃ヰ
⑤劃賦金支払

査

事

~m 

入

用

R坂

実

号度要民

客者

割賦販売一一独立方式図3

割賦販売一一系列方式図4



る
こ
と
が
で
き
る
証
票
そ
の
他
の
物
を
交
付
し
、
当
該
利
用
者
が
そ
の
証
票
そ
の
他
の
物
と
引
換
え
に
ま
た
は
そ
れ
を
提
示
し
て
、
特
定
の

月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、

販
売
業
者
か
ら
商
品
を
購
入
し
た
と
き
は
、
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
業
者
に
対
し
て
当
該
利
用
者
は
当
該
商
品
の
代
金
に
相
当
す
る
額
を
、
二

か
つ
三
回
以
上
に
分
割
し
て
支
払
い
、
他
方
、
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
業
者
は
当
該
販
売
業
者
に
当
該
金
額
を
交

付
す
る
取
引

l
l割
賦
販
売
法
二
条
五
項
及
び
図
5
参
昭
む
を
規
制
対
象
と
す
る
。
次
に
、
取
引
の
対
象
と
な
っ
た
目
的
物
の
面
か
ら
み
る

と
、
指
定
商
品
、
す
な
わ
ち
耐
久
性
を
有
し
か
っ
定
型
的
な
条
件
で
販
売
す
る
の
に
適
す
る
商
品

消費者信用取ヲ!と割賦販売法五条・六条 (1)

で
、
政
令
で
定
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
用
語
の
通
常
の
意
味
で
は
、
商
品
と
言

え
な
い
サ
ー
ビ
ス
、
不
動
産
、
有
価
証
券
を
割
賦
販
売
法
の
規
制
対
象
か
ら
除
外
し
、
動
産
の
う

ち
で
も
飲
食
料
品
、
燃
料
等
の
消
耗
物
品
、
船
舶
、
鉄
道
車
両
等
の
特
に
高
額
で
注
文
生
産
さ
れ

る
も
の
が
排
除
さ
れ
て
い
る
。
人
的
適
用
範
囲
の
面
か
ら
み
る
と
、
流
通
段
階
に
お
け
る
業
者
間

の
取
引
〔
割
賦
販
売
法
八
条
一
号
)
、
特
別
法
に
基
づ
く
組
合
・
公
務
員
の
職
員
団
体
及
び
労
働

組
合
が
そ
の
団
体
の
構
成
員
に
対
し
て
行
な
う
割
賦
販
売
(
同
四
号
)
及
び
購
売
会
事
業
の
よ
う

な
事
業
者
が
そ
の
従
業
者
に
対
し
て
行
な
う
割
賦
販
売
(
同
五
号
)
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が

行
な
う
割
賦
販
売
(
同
三
号
)
に
は
割
賦
販
売
法
は
適
用
さ
れ
な
い
と
規
定
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
割
賦
販
売
法
は
単
な
る
民
事
立
法
で
は
な
い
。
金
融
政
策
ま
た
は
国
民
経
済
全
体

の
立
場
か
ら
の
規
制
も
あ
る
し
、
業
者
相
互
の
過
当
競
争
を
防
止
し
、
業
界
全
体
の
健
全
性
を
維

持
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
の
規
制
も
あ
る
。
そ
れ
故
、
購
入
者
の
た
め
に
、
契
約
内
容
の
公
正
化

な
い
し
適
正
化
を
計
ろ
う
と
す
る
割
賦
飯
売
法
五
条
・
六
条
が
、
前
述
し
た
割
賦
販
売
法
の
規
制

対
象
全
部
に
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
次
に
問
題
と
な
る
。

割賦購入あっせん図5
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第
一
に
、
割
賦
販
売
法
の
規
制
対
象
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
取
引
形
態
、
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
に
は
五
条
・
六
条
は
適
用
さ
れ
な
い
、
と
立

法
者
は
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
業
者
の
交
付
す
る
証
書
等
に
よ
る
販
売
は
、
加
盟
庖
が
購
入
者
か
ら
代
金
を
分
割

論

受
領
す
る
の
で
は
な
く
、
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
業
者
か
ら
受
領
す
る
の
で
、
割
賦
販
売
法
に
い
う
「
割
賦
販
売
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
解
さ

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
取
引
形
態
の
面
か
ら
み
る
と
五
条
・
六
条
の
適
用
範
囲
は
、
割
賦
販
売
法
に
い
う
「
割
賦
販
売
」

(
前
払
式
割
賦
販
売
を
含
む
)
で
あ
る
と
す
る
の
が
立
法
者
の
意
図
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
立
法
当
時
の
取
引
実
態
か
ら
す
る
と
、

少
な
く
と
も
割
賦
販
売
法
の
制
定
時
に
は
、
割
賦
販
売
が
当
時
の
消
費
者
信
用
取
引
の
大
部
分
を
占
め
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
現
実
の
取
引

の
ほ
と
ん
ど
に
五
条
・
六
条
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
に
、
割
賦
販
売
法
五
条
三
項
は
、
購
入
者
の
た
め
に
商
行
為
と
な
る
割
賦
販
売
の
場
合
に
は
、
同
法
五
条
が
適
用
さ
れ
な
い
と
規
定

し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
当
該
割
賦
販
売
が
購
入
者
の
た
め
に
も
商
法
五

O
一
条
乃
至
五

O
三
条
に
該
当
す
る
場
合
、
購
入
者
の
債
務
不
履
行

を
理
由
と
し
て
契
約
の
解
除
又
は
期
限
の
利
益
を
喪
失
さ
せ
る
た
め
に
は
、
二

O
日
以
上
の
期
聞
を
定
め
て
書
面
で
催
告
す
る
必
要
が
な
い

こ
と
に
な
る
。
他
方
、
割
賦
販
売
法
六
条
に
は
五
条
三
項
に
相
当
す
る
規
定
が
存
在
し
な
い
。
こ
の
点
か
ら
、
六
条
の
み
は
、
当
該
割
賦
販

売
が
購
入
者
の
た
め
に
商
行
為
と
な
る
場
合
に
も
適
用
で
き
る
と
立
法
者
は
解
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

当
時
多
く
の
割
賦
販
売
契
約
約
款
に
は
、
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
購
入
者
の
既
払
済
分
は
全
額
損
害
賠
償
と
し
て
当
然
に
没
収
す
る

旨
の
規
定
や
割
賦
販
売
価
格
の
一
一
一

O
Zを
請
求
す
る
規
定
が
あ
り
、
購
入
者
が
不
当
に
弱
い
立
場
に
お
か
れ
る
の
で
、
損
害
賠
償
額
を
制

限
す
る
規
定
を
置
い
た
、
と
説
明
さ
れ
て
い
必
。
こ
の
よ
う
な
六
条
の
立
法
趣
旨
は
、
当
該
割
賦
販
売
が
購
入
者
の
た
め
に
商
行
為
と
な
る

場
合
に
割
賦
販
売
法
の
優
先
適
用
を
排
除
す
る
五
条
の
立
法
趣
旨
と
同
一
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
五
条
も
、
当
時
多
く
の
割
賦
販
売
契
約
に
購

入
者
が
賦
払
金
の
支
払
い
を
一
日
で
も
遅
滞
し
た
場
合
に
、
販
売
業
者
は
何
ら
の
催
告
も
し
な
い
で
契
約
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の

:lt法33(2・10)308



規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
を
一
般
の
購
入
者
を
保
護
す
る
立
場
か
ら
契
約
内
容
に
制
限
を
加
え
た
か
ら
で
あ
泌
。
従
っ
て
、
立
法
趣
旨
の

単
純
な
比
較
か
ら
は
立
法
者
が
六
条
に
つ
い
て
は
五
条
と
異
な
り
、
購
入
者
の
た
め
に
商
行
為
と
な
る
割
賦
販
売
に
も
、
換
言
す
れ
ば
、
合

理
的
打
算
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
商
人
間
の
売
買
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
と
言

え
よ
う
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
を
、
消
費
者
取
引
に
私
法
的
規
制
を
加
え
る
規
定
と
解
す
べ
き
か
否
か
が
、
す
な
わ
ち

両
条
の
人
的
適
用
範
囲
が
問
題
と
な
る
ハ
後
述
三
参
照
)
。

伺
さ
て
、
周
知
の
よ
う
に
消
費
者
信
用
取
引
の
量
的
拡
大
と
多
様
化
を
背
景
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
一
九
七
二
(
昭
和
四
七
)
年
の
割

賦
販
売
法
の
改
正
で
、
同
法
は
消
費
者
保
護
立
法
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま
で
割
賦

(1) 

販
売
法
は
「
割
賦
販
売
及
び
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
に
係
る
取
引
を
公
正
に
し
、
そ
の
健
全
な
発
達
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
商
品
の
流
通
を
円

滑
に
し
、
も
っ
て
国
民
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
」
い
わ
ゆ
る
取
引
秩
序
法
で
あ
っ
た
が
、
「
購
入
者
等
の
利
益
の
保

護
」
を
目
的
の
ひ
と
つ
と
す
る
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
消
費
者
保
護
の
見
地
か
ら
改
正
が
検
討
さ
れ
た
と
は
い
え
、
割

賦
販
売
法
の
適
用
範
囲
の
拡
た
の
面
か
ら
の
改
正
は
、
次
の
三
点
に
留
ま
っ
か
)
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
ロ

l
ン
提
携
販
売
が
行
な
わ
れ
る
場

消費者信用取引と割賦販売法五条・六条

合
に
も
、
割
賦
販
売
の
場
合
と
同
様
に
表
示
上
の
義
務
を
販
売
業
者
に
課
し
、

グ

l

リ
ン
グ
・
オ
フ
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
、
第
二
に
「
毎

月
一
定
額
ず
つ
会
費
等
の
名
目
で
前
払
金
を
払
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
冠
婚
葬
祭
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
や
、
特
定
の
百
貨
届
等
の
販
売
業
者
か

ら
払
込
金
に
相
当
す
る
商
品
等
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
」

い
わ
ゆ
る
「
前
払
式
特
定
取
引
」
(
図
6
及
び
図
7
参
照
)
を
前
払
式
割

賦
販
売
と
ほ
ぼ
同
様
に
規
制
す
る
こ
と
、
第
三
に
近
年
主
流
と
な
っ
て
い
る
カ
l
ド
を
媒
介
と
す
る
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
に
対
応
す
る
よ
う

に
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
の
定
義
を
改
正
し
た
こ
と
、

で
あ
る
。
従
っ
て
、
改
正
に
先
立
っ
て
公
表
さ
れ
た
割
賦
販
売
審
議
会
の
答
申
「
消
費

者
信
用
に
関
す
る
消
費
者
利
益
の
保
護
増
進
に
つ
い
て
」

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
昭
和
四
七
年
の
改
正
に
お
い
て
は
「
さ
し
あ
た
っ

北法33(2・11)309
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て
消
費
者
保
護
の
観
点
か
ら
緊
急
に
捨
置
を
講
ず
べ
き
問
題
」

が
取
り
上
げ
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
契
約
内
容
を
私
法
的
に
規

さ/込
u問

制
し
よ
う
と
す
る
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
適
用
範
囲
は
、

前
払
式
特
定
取
引
を
除
き
、
全
く
拡
大
さ
れ
ず
に
終
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
適
用
範
囲
に
関
す
る
拡
大
の
不

徹
底
さ
に
よ
っ
て
、
割
賦
販
売
法
制
定
時
に
は
ほ
と
ん
ど
顕
在

化
し
て
い
な
か
っ
た
、
割
賦
販
売
法
の
規
制
対
象
と
さ
れ
て
い

る
取
引
形
態
と
現
実
に
行
な
わ
れ
て
い
る
取
引
形
態
の
議
離
と

い
う
現
象
が
放
置
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
(
図
8
・図
9
・

図
叩
参
照
)
。

消
費
者
に
と
っ
て
は
、
分
割
払
い
で
商
品
を
安
く
購
入
す
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
取
引
形
態
の
態
様
は
問
題
で
は
な
い
か
も
し

メ弘、
.A の友

⑥代金決済

前払式特定取引一一一友の会図6

メ入
五灼①苦手互

員

前払式特定取引一一互助会

北法33(2・12)310

費②会Jl!l 

③役務の護供
会

図7

れ
な
い
。
だ
が
、
右
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
立
法
者
が
五
条
・
六

条
の
市
町
田
げ
を
意
図
し
た
取
引
形
態
は
、
割
賦
販
売
(
前
払
式
割

賦
販
売
を
合
的
〉
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
、
消
費
者
は
割
賦
販
売
の
場
合
と
同
様
の
経
済
的
効
果
の
発
生
を
期
待
し
て
取
引
を
行
な
っ
て
い

る
に
も
拘
ら
ず
、
一
旦
、
賦
払
金
を
遅
滞
す
る
と
、
消
費
者
、
が
五
条
・
六
条
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
場
合
と
救
済
さ
れ
な
い
場
合
が
生
じ
る

こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
割
賦
販
売
法
が
規
制
対
象
と
す
る
範
囲
と
現
実
の
取
引
形
態
の
組
蹄
が
、
我
々
に
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の

類
推
適
用
の
必
要
性
を
、
す
な
わ
ち
、
両
条
の
物
的
適
用
範
囲
の
限
界
を
考
察
す
る
契
機
を
与
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
(
後
述
四
参
照
)
。
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次
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
は
ら
む
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
適
用
範
囲
の
う
ち
、
人
的
適
用
範
囲
に
分
析
を
加
え
る
こ
と
に

す
る
。

論

(
1
〉
立
法
者
窓
思
を
措
定
す
る
こ
と
が
、
あ
る
法
律
を
解
釈
す
る
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
問
題
は
、
第
一
に
立
法
者
意
思
を

具
体
的
に
い
か
に
し
て
確
定
す
る
か
で
あ
り
、
第
二
に
具
体
的
な
判
断
基
準
を
求
め
る
の
に
立
法
者
意
思
の
措
定
で
十
分
な
の
か
、
十
分
で
な
い
と
し
て
い

か
な
る
作
業
が
必
要
な
の
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
法
解
釈
方
法
論
の
問
題
に
深
入
り
す
る
余
裕
は
な
い
。
以
下
で
は
、
本
稿
の
課
題
に
沿
っ

て
い
か
な
る
文
献
を
立
法
者
な
思
を
確
定
す
る
た
め
の
資
料
と
し
た
か
を
明
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
石
間
後
『
法
解
釈
学
の
方
法
』
一
九
七
六
年
一
五
|

二
九
頁
参
照
。

(

2

)

一
九
五
五
(
昭
和
三

O
)
年
以
降
、
割
賦
販
売
が
経
済
成
長
に
伴
っ
て
著
し
く
普
及
・
拡
大
し
た
こ
と
か
ら
、
割
賦
販
売
制
度
に
つ
き
公
正
か
つ
合
理
的

な
取
引
秩
序
を
確
立
す
る
こ
と
が
、
行
政
の
重
要
な
課
題
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
通
産
省
は
広
く
民
間
の
怠
見
を
聞
く
た
め
に
付
属
機
関
で
あ
る
産
業
合
理

化
審
議
会
に
流
通
部
会
を
設
立
し
、
一
九
五
八
年
一

O
月
二
八
日
、
同
部
会
の
発
足
と
同
時
に
「
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
制
度
は
い
か
に
あ
る
べ
き

か
」
を
諮
問
し
た
。
割
賦
販
売
法
の
制
定
に
係
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
岡
部
会
に
小
委
員
会
(
委
員
長
加
藤
一
郎
教
授
)
が
設
け
ら
れ
、
一
九
五
九
年
一

O

月
よ
り
審
議
を
か
さ
ね
、
翌
年
二
月
、
流
通
部
会
は
「
割
賦
販
売
に
関
す
る
取
引
秩
序
法
の
作
成
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
答
申
を
公
表
し
た
。
割
賦
販
売
法

の
制
定
に
至
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
通
産
省
の
担
当
者
の
手
に
よ
る
藤
田
正
次
「
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
の
現
状
と
諸
問
題
」
ジ
ュ
リ

ス
ト
一
九
一
号
一
九

l
一
一
一
一
貝
、
同
「
割
賦
販
売
法
案
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
二

O
二
号
五
二

i
五
三
頁
に
詳
し
い
。

(
3
〉
前
掲
『
新
版
・
増
補
新
割
賦
販
売
法
の
解
説
』
三
一
一
八

i
三
三

O
頁
参
照
。

(

4

)

通
産
省
産
業
合
理
化
審
議
会
流
通
部
会
「
割
賦
販
売
に
関
す
る
取
引
秩
序
法
の
作
成
に
つ
い
て
」
は
、
次
の
よ
う
に
答
申
し
て
い
る
。

第
四
契
約
の
解
除
、
期
限
の
利
益
の
喪
失

割
賦
販
売
業
者
は
、
購
入
者
が
予
め
定
め
た
時
期
に
賦
払
金
を
支
払
わ
な
い
と
き
は
、
一
五
日
以
上
の
期
間
を
定
め
て
履
行
を
催
告
し
、
そ
の
期
間
内
に

履
行
が
な
い
場
合
に
限
り
契
約
を
解
除
し
、
ま
た
は
未
払
賦
払
金
の
総
額
の
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

上
記
の
規
定
に
違
反
す
る
購
入
者
に
不
利
な
特
約
は
、
購
入
者
が
も
っ
ぱ
ら
営
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に
購
入
す
る
場
合
を
除
き
、
無
効
と
す
る
こ
と
と

す
る
。

第
五

契
約
解
除
に
伴
う
損
害
賠
償

北法33(2・14)312



消費者信用取引と割賦販売法五条・六条 (1) 

割
賦
販
売
業
者
は
、
契
約
が
解
除
さ
れ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
こ
え
る
柑
酬
を
損
害
賠
償
と
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
す

る
。
付
契
約
の
た
め
に
要
し
た
費
用
、
同
商
品
の
通
常
の
使
用
料
、
国
商
品
の
利
用
又
は
援
損
に
よ
る
価
値
の
減
損
額
が
通
常
の
使
用
料
の
額
を
こ
え
る
と

き
は
、
そ
の
額
、
購
入
者
か
ら
支
払
い
を
う
け
た
代
金
を
当
然
に
没
収
す
る
と
い
う
特
約
、
そ
の
他
上
記
の
規
定
に
違
反
寸
る
購
入
者
に
不
利
な
特
約
注
無

効
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

(

5

)

通
産
省
産
業
合
理
化
審
議
会
流
通
部
会
に
提
出
さ
れ
た
審
議
資
料
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
割
賦
販
売
に
関
す
る
取
引
秩
序
法
を
作
成
す
る
場
合
の
問
題
点
」

ジ
ュ
リ
λ

}

一
九
一
号
二
三

l
二
四
頁
が
あ
る
。

(

6

)

通
産
省
産
業
合
理
化
審
議
会
流
通
部
会
答
申
「
割
賦
販
売
に
関
す
る
取
引
秩
序
法
の
作
成
に
つ
い
て
」
は
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

第
一
割
賦
販
売
の
定
義

割
賦
販
売
と
は
、
代
金
を
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
か
つ
三
回
以
上
に
分
割
し
て
受
領
す
る
こ
と
ハ
銀
行
を
指
定
し
て
分
割
し
て
預
金
さ
せ
た
後
受

領
す
る
こ
と
を
含
む
。
)
を
条
件
と
し
て
商
品
を
販
売
す
る
こ
と
を
い
う
も
の
と
す
る
。
な
お
、
山
対
象
と
す
る
商
品
は
、
広
く
、
.
耐
久
性
を
有
し
、
か
つ
定

型
的
な
条
件
で
販
売
す
る
の
に
適
す
る
消
費
財
お
よ
び
生
産
財
と
し
、
船
舶
、
鉄
道
市
中
輔
等
の
特
に
高
額
で
注
文
さ
れ
る
も
の
は
除
外
す
る
こ
と
と
す
る
。

凶
次
の
割
賦
阪
売
は
適
用
除
外
と
す
る
。
川
当
該
商
品
の
販
売
業
者
を
相
手
と
す
る
割
賦
販
売
、
同
共
済
組
合
、
協
同
組
合
、
購
買
会
等
が
そ
の
構
成
員
に

対
し
て
行
う
割
賦
販
売
、
川
け
無
尽
業
法
に
規
定
す
る
無
尽
に
該
当
す
る
割
賦
販
売
。

第
一
-
割
賦
販
売
あ
っ
せ
ん
の
定
義

割
賦
販
売
あ
っ
せ
ん
と
は
、
加
盟
宿
か
ら
商
品
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
チ
ケ
ッ
ト
を
相
手
方
に
給
付
し
、
相
手
方
が
そ
の
チ
ケ
ッ
ト
と
引
換
え

に
加
盟
庖
か
ら
商
品
の
給
付
を
受
げ
た
と
き
は
、
相
手
方
か
ら
そ
の
チ
ケ
ッ
ト
に
表
示
さ
れ
て
い
る
金
額
を
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
か
っ
三
一
回
以
上

に
分
割
し
て
受
領
す
る
こ
と
を
い
う
。

ハ
7
)

通
産
省
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
割
賦
販
売
法
案
は
一
九
六

O
(昭
和
三
五
)
年
四
月
五
日
、
第
三
四
回
通
常
国
会
に
提
出
さ
れ
、
直
ち
に
衆
議
院
商
工
委
員

会
に
お
い
て
審
議
さ
れ
た
が
、
日
米
安
保
条
約
の
改
定
を
め
ぐ
る
国
会
の
混
乱
に
よ
り
、
審
議
を
終
ら
な
い
ま
ま
次
期
国
会
に
継
続
審
議
と
な
り
、
結
局
ば

審
議
未
了
の
ま
ま
廃
案
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
通
産
省
は
、
実
質
的
に
は
第
三
四
凶
図
会
で
問
題
と
さ
れ
た
割
賦
販
売
法
案
六
条
の
み
を
修
正

l
l昭
和
三

五
年
法
案
で
は
、
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
は
二
号
(
契
約
の
た
め
に
要
し
た
費
用
)
、
二
号
(
当
該
商
品
の
通
常
の
使
用
料
)
、
三
号
(
特
に
商
品
の
利
用

ま
た
は
損
傷
に
よ
る
価
値
の
減
損
額
が
通
常
の
使
用
料
の
額
を
こ
え
る
と
き
は
そ
の
こ
え
る
額
を
合
算
で
き
る
)
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
に
、
こ
れ
ら
の
金

額
の
支
払
遅
滞
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
法
定
利
率
に
よ
る
遅
延
損
害
を
加
算
し
た
金
額
を
こ
与
え
る
額
を
購
入
者
に
請
求
で
き
な
い
、
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
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説論

こ
れ
に
対
し
、
「
契
約
の
た
め
に
要
し
た
費
用
」
の
額
は
割
賦
販
売
業
者
側
で
水
増
し
請
求
す
る
良
れ
が
あ
る
と
い
う
批
判
が
強
く
、
か
っ
、
そ
の
よ
う
な

費
用
は
割
賦
販
売
価
格
、
あ
る
い
は
通
常
の
使
用
料
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
が
通
例
と
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
昭
和
三
六
年
法
案
で
は
、
こ
の
点
を
修

正
し
、
現
行
法
の
規
定
に
改
め
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
小
松
国
男
「
割
賦
販
売
法
案
の
意
義
と
そ
の
内
容
」
手
形
研
究
二

O
五
号
七
京
、
同
「
割
賦
販
売

法
案
に
つ
い
て
」
法
律
時
報
資
料
版
五
号
七
頁
参
照
。

1
l
l
一
九
六
一
(
昭
和
三
六
)
年
二
月
一
六
日
、
第
三
八
回
通
常
国
会
へ
割
賦
販
売
法
案
を
再
度
提

出
し
た
。
政
府
原
案
は
一
部
修
正
の
上
同
年
六
月
八
日
成
立
し
た
。
国
会
に
お
け
る
政
府
原
案
の
主
な
修
正
一
点
は
次
の
と
お
り
。
①
「
こ
の
法
律
の
運
用
に

あ
た
っ
て
は
、
割
賦
販
売
を
行
な
う
中
小
商
業
者
の
事
業
の
安
定
及
び
振
興
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
割
賦
販
売
法
一
条
二
項
)
と
い
う
法
律
の

運
用
上
の
規
定
が
待
入
さ
れ
た
こ
と
。
②
交
付
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
契
約
書
面
の
記
載
事
項
に
「
所
有
権
の
移
転
時
期
」
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
(
同
法

四
条
六
号
)
。
③
契
約
の
解
除
な
い
し
期
限
の
利
益
を
爽
失
さ
せ
る
た
め
の
催
告
期
間
を
「
一
五
日
以
上
」
と
し
て
い
た
政
府
原
案
が
「
二

O
日
以
上
」
と
修

正
さ
れ
た
こ
と
。
④
政
府
原
案
で
は
、
割
賦
販
売
法
五
条
一
一
視
の
括
弧
蓄
と
し
て
「
購
入
者
の
た
め
に
商
行
為
と
な
る
契
約
を
除
く
」
と
規
定
し
て
い
た

が
、
そ
の
意
味
を
明
確
に
す
る
た
め
、
第
三
項
と
し
て
別
に
規
定
を
も
う
け
た
こ
と
。
⑤
割
賦
販
売
審
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
(
割
賦
販
売
法
三
六
条

l

四
二
条
)
。
国
会
の
附
待
決
議
に
よ
り
、
審
議
会
の
委
員
の
中
に
一
般
小
売
業
者
と
消
費
者
の
代
表
を
任
命
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
国
会
に
お

け
る
政
府
原
案
の
修
正
点
に
つ
き
第
三
八
回
国
会
衆
議
院
商
工
委
員
会
議
録
四

O
号
一

l
二
頁
、
小
松
国
男
「
割
賦
販
売
法
の
逐
条
的
解
説
」
法
律
時
報
資

料
版
一

O
号
三
七

i
凶
五
頁
参
照
。

(

8

)

割
賦
販
売
法
制
定
当
時
に
お
け
る
立
法
者
な
思
を
措
定
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
次
の
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
割
賦
販
売
法
案
、
通
産
省
立
法

担
当
者
に
よ
る
法
案
解
説
(
昭
和
三
五
年
法
案
に
つ
い
て
は
、
藤
田
正
次
「
割
賦
販
売
法
案
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
二

O
二
号
五
二

i
五
七
頁
、
昭
和
一
一
一

六
年
法
案
に
つ
い
て
、
小
松
国
男
「
割
賦
販
売
法
案
の
訟
義
と
そ
の
内
容
」
商
事
法
務
二

O
五
号
二
ハ
凶

l
一
六
六
頁
、
同
「
割
賦
販
売
法
案
に
つ
い

て
」
法
律
時
報
資
料
版
五
号
六

l
八
頁
)
、
国
会
の
会
議
録
(
第
三
四
回
国
会
衆
議
院
会
議
録
、
第
三
四
回
国
会
衆
議
院
商
工
委
員
会
議
録
、
第
三
八
回
国
会

衆
議
院
会
議
録
、
第
三
八
四
国
会
衆
議
院
商
工
委
員
会
議
録
、
第
三
八
四
国
会
参
議
院
会
議
録
、
第
三
八
回
参
議
院
商
工
委
員
会
議
録
)
、
通
産
省
立
法
担
当

者
に
よ
る
制
定
直
後
の
割
賦
販
売
法
の
解
説
ハ
小
松
国
男
「
割
賦
販
売
法
の
逐
条
約
解
説
」
法
律
時
報
資
料
販
一

O
号
三
七

l
凶
五
頁
)
が
あ
る
。
ま
た
起

草
資
料
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
公
表
さ
れ
て
い
な
い
が
通
産
省
、
日
本
商
工
会
議
所
、
日
本
生
産
性
本
部
が
共
同
で
行
な
っ
た
実
態
調
査
『
わ
が
国
に

お
け
る
割
賦
販
売
の
現
状
円
前
述
し
た
通
産
省
産
業
合
理
化
審
議
会
流
通
部
会
答
申
及
び
割
賦
販
売
法
制
定
の
参
考
と
さ
れ
た
外
国
法
が
あ
る
(
五
十
鼠

清
「
比
較
法
学
と
民
事
立
法
学
」
法
律
時
報
第
五
三
巻
一
四
号
三
六
頁
は
、
立
法
に
対
し
比
較
法
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
例
の
一
つ
と
し
て
割
賦
販

売
法
を
あ
げ
る
)
。
起
草
者
が
参
考
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
外
国
法
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
・
割
賦
販
売
法
(
の

gos--】
2
3再
開
ロ
仏
去
。
〉
V
S
E
Z
D
m
T
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消費者信用取引と割賦販売法五条・六条 (1) 

問
。
回
目

E
F
H∞
宏
)
、
イ
ギ
リ
ス
・
貿
取
選
択
権
付
賃
貸
借
法
(
出
目
0
・同

M
E
R
Eお
〉
え

usa-
一
部
改
正
呂
町
品
)
、
同
・
広
告
法
(
〉
仏
語

E
8
5
3
2
{出
r
o
a

喝回目円
}
M
2
0
]

〉
ロ
ア
巴
印
叶
)
、
ア
メ
リ
カ
・
統
一
条
件
付
売
買
法

(
C
E
r吋
g
n
c白丸山片山
Oロと

ω
L
g
〉
2
・
5
H∞
)
、
同
・
統
一
商
事
法
典

(
C
E
F同
自
の
O
B
'

g
m
H
円
一
色
。
D
L
P
H
甲
山
凶
)
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
(
通
産
省
企
業
局
「
米
・
英
・
西
独
・
日
本
に
お
け
る
賦
払
信
用
の
現
状
比
較
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
九

一
号
一
。
頁
、
藤
田
・
前
掲
「
割
賦
販
売
法
案
に
つ
い
て
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
九
一
号
五
七
頁
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
個
々
の
条
文
ご
と
に
、
い
か
な
る
外
国

法
が
参
考
と
さ
れ
、
影
響
を
与
え
た
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
、
割
賦
販
売
法
六
条
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
法
が
彩
替
わ
Z

与
え

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
(
ド
イ
ツ
割
賦
販
売
法
二
条
・
四
条
参
照
)
。

(

9

)

し
た
が
っ
て
、
掛
売
及
び
分
割
し
て
代
金
を
支
払
う
と
し
て
も
手
付
金
と
残
金
の
二
凶
払
で
あ
る
一
般
販
売
な
い
し
は
、
二
月
以
内
の
短
期
間
に
何
回
か

に
分
離
し
て
代
金
を
受
領
す
る
販
売
は
割
賦
版
必
法
に
い
う
「
割
賦
版
光
」
で
は
な
い
ο

割
賦
期
間
を
二
月
以
上
、
支
払
間
数
を
三
回
以
上
と
し
た
点
に
つ

い
て
は
、
「
現
在
あ
る
い
は
将
来
予
想
さ
れ
得
る
割
賦
版
先
の
故
大
公
約
数
」
を
定
義
し
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
一
年
江
月
一

O
日
、
中
村
委
員

に
対
す
る
松
尾
通
産
省
企
業
局
長
の
答
弁
、
第
二
一
八
凶
凶
会
衆
議
院
高
工
委
員
会
議
録
三
一
一
号
じ
瓦
参
照
。
こ
の
規
定
方
式
の
問
題
性
に
つ
い
て
は
五
参
照
。

(
叩
)
不
動
産
は
取
引
形
態
が
一
般
の
動
産
と
か
な
り
黙
な
る
こ
と
、
割
賦
阪
必
法
案
が
動
産
の
創
刊
帆
販
売
を
念
頭
に
お
い
て
起
草
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
建
設

省
で
別
途
法
案
が
検
討
さ
れ
て
い
た
た
め
割
賦
販
売
法
の
適
肘
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
た
。
一
九
六

O
(昭
和
三
五
)
年
五
月
一

O
日
、
同
一
一
目
、
吉
国
法

制
局
第
一
二
部
長
及
び
松
尾
通
産
省
企
業
局
長
の
答
弁
(
第
三
四
回
国
会
衆
議
院
商
工
委
員
会
議
録
三
九
口
守
山

l
五
頁
、
問
問

O
U万
一
|
一
ニ
京
)
一
九
六

O
年

五
月
一
一
目
、
稗
田
建
設
省
住
宅
局
長
の
答
介
(
同
四

O
号
八

j
一
一
頁
)
一
九
六
一
(
昭
和
三
六
)
年
五
月
二
凶
日
、
松
尾
通
産
省
企
業
防
長
の
答
弁

(
第
三
八
回
国
会
衆
議
院
商
工
委
員
会
割
賦
販
売
法
案
審
査
小
委
員
会
議
録
五
号
五
頁
)
等
参
照
。
不
動
産
取
引
に
対
す
る
こ
の
種
の
法
規
制
は
、
一
九
七

一
年
の
宅
地
建
物
取
引
業
法
の
改
正
及
び
積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
去
の
制
定
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
ハ
明
石
三
郎
「
宅
地
連
物
取
引
業
法
と
民
法
と

の
按
占
山
」
関
大
法
学
論
集
二
二
巻
二
号
九
六

l
一
一
九
頁
)
。

(
日
)
一
九
六
一
年
五
月
一

O
日
、
中
村
委
員
に
対
す
る
松
尾
通
産
省
企
業
局
長
の
答
弁
(
第
三
八
四
国
会
衆
議
院
商
工
委
員
会
議
録
三
二
号
八
頁
)
一
九
六
一

年
六
月
七
日
、
近
藤
委
員
に
対
す
る
松
尾
通
産
省
企
業
局
長
の
答
弁
(
第
一
一
一
八
凶
国
会
参
議
院
商
工
委
員
会
議
録
二
九
号
三
頁
)
参
照
。

(
ロ
)
藤
田
・
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一

O
二
号
五
四
頁
、
小
松
・
前
掲
法
律
時
報
資
料
版
一

O
号
三
八
頁
参
照
。
但
し
、
国
会
審
議
の
中
で
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
に

っ
き
第
一
章
割
賦
販
売
第
一
節
総
則
の
規
定
の
適
用
が
明
示
的
に
否
定
さ
れ
た
の
は
、
二
一
条
・
同
条
・
七
条
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
ご
九
六
一
年
五
月
一

O
日
、
衆
議
院
商
工
委
員
会
に
お
け
る
松
尾
通
産
省
企
業
局
長
の
答
弁
、
第
三
八
四
国
会
衆
議
院
商
工
委
員
会
議
録
三
二
号
一

O
l
一
一
一
良
)
。
一
方
、
一

九
六
一
年
六
月
七
日
参
議
院
商
工
委
員
会
に
お
い
て
、
割
賦
販
売
と
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
を
販
売
法
と
し
て
一
括
す
る
の
は
お
か
し
い
と
し
た
近
藤
委
員
の
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説E子三為
品開

質
問
に
対
し
て
松
尾
通
産
省
企
業
局
長
は
「
こ
の
法
案
の
建
前
は
、
割
賦
販
売
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
麟
入
者
と
販
売
者
と
の
問
の
秩
序
維
持
を
中
心
に
し

て
、
総
則
の
方
に
そ
れ
を
書
い
て
お
り
ま
す
が
、
:
:
:
い
わ
ゆ
る
チ
ケ
ッ
ト
に
よ
る
割
賦
販
売
:
:
:
の
場
合
に
は
、
も
ち
ろ
ん
一
般
的
に
チ
ケ
ッ
ト
に
よ
る

割
賦
販
売
の
販
売
者
に
購
入
者
と
の
問
題
も
あ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
そ
の
チ
ケ
ッ
ト
に
よ
っ
て
物
を
売
っ
た
い
わ
ゆ
る
加
盟
小
売
庖
が
現

実
に
そ
の
代
金
を
受
け
取
り
ま
す
の
は
、
い
わ
ゆ
る
チ
ケ
ッ
ト
の
購
入
あ
っ
せ
ん
業
者
か
ら
代
金
を
受
け
取
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
:
:
加
盟
小
売
商

が
、
代
表
支
払
い
を
受
け
担
げ
な
い
と
い
う
:
:
:
不
測
の
損
害
を
こ
う
む
ら
な
い
よ
う
、
い
わ
ば
そ
う
い
う
特
殊
な
場
合
に
お
け
る
割
賦
購
入
の
秩
序
維
持
と

い
う
こ
と
を
、
特
殊
の
形
態
の
場
合
の
小
売
商
の
保
護
と
い
う
こ
と
を
付
加
し
て
規
定
し
た
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
(
第
三
八
回
国
会
参
議

院
商
工
委
員
会
議
録
二
九
号
二
頁
)
。

(
臼
)
一
九
五
八
(
昭
和
三
三
)
年
の
商
業
統
計
に
よ
り
推
計
寸
れ
ば
、
一
九
五
七
年
七
月
か
ら
一
九
五
八
年
六
月
に
至
る
一
年
間
の
割
賦
販
売
総
額
は
約
五
、

0
0
0億
円
で
あ
り
(
こ
れ
は
一
九
五
七
年
度
の
国
民
所
得
八
三
、
四

O
九
億
円
の
約
五
・
九
%
に
相
当
す
る
)
、
こ
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る
割
賦
販
売
が
八
二
%

を
占
め
て
い
る
。
藤
田
・
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
九
一
号
一
七

l
二
二
頁
、
通
産
省
企
業
局
「
割
賦
販
売
の
現
状
」
法
律
時
報
資
料
版
五
号
二
ハ
頁
、
三
菱
銀

行
調
査
部
「
わ
が
国
に
お
け
る
月
賦
阪
交
制
度
」
法
律
時
報
資
料
版
五
号
二
一
二

l
二
六
一
良
(
一
一
一
菱
銀
行
調
査
部
発
行
「
調
査
」
八

O
号
よ
り
転
裁
)
参
照
Q

割
賦
販
売
法
制
定
前
の
我
国
の
割
賦
販
売
の
現
状
を
知
る
た
め
に
は
、
こ
の
他
座
談
会
「
割
賦
販
売
の
現
状
と
そ
の
規
制
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
九
一
号
三
六
頁

以
下
、
座
談
会
「
月
以
販
売
の
実
情
と
そ
の
法
律
関
係
」
法
律
時
報
二
七
巻
三
号
二
二
頁
以
下
参
照
。

(

μ

)

た
と
え
ば
、
一
九
六
一
年
六
月
二
日
、
参
議
院
商
工
委
員
会
に
お
け
る
割
賦
販
売
法
案
の
補
足
説
明
(
第
三
八
回
国
会
参
議
院
商
工
委
員
会
議
録
二
八
号

一
一
良
)
一
九
六

O
年
五
月
六
日
、
衆
議
院
商
工
委
員
会
に
お
け
る
松
尾
通
産
省
企
業
局
長
の
答
弁
(
第
三
四
回
国
会
衆
議
院
商
工
委
員
会
議
録
三
八
回
万
四
頁
)
。

〈
日
〕
た
と
え
ば
、
一
九
六
一
年
六
月
二
日
、
参
議
院
商
工
委
員
会
に
お
け
る
割
賦
販
売
法
案
の
補
足
説
明
の
な
か
で
、
五
条
・
六
条
は
い
ず
れ
も
消
費
者
保
護

を
中
心
と
し
た
内
容
の
規
定
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
(
第
三
八
回
国
会
参
議
院
商
工
委
員
会
議
録
二
八
号
一
一
氏
)
。
一
九
六

O
年
五
月
六
日
、
衆
議
院

商
工
委
員
会
で
も
「
秩
序
法
と
一
口
に
ゆ
し
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
消
費
者
保
護
の
た
め
の
と
い
う
条
文
は
、
条
文
で
申
し
ま
す
と
第
三
条
以
下
六
条
ま
で

が
直
接
の
消
費
者
保
護
の
規
定
で
あ
る
と
思
い
ま
す
」
と
田
中
委
員
の
質
問
に
怯
尾
通
産
省
企
業
局
長
が
答
え
て
い
る
(
第
三
回
回
国
会
衆
議
院
商
工
委
員

会
議
録
三
八
号
六
頁
)
。

(
日
目
〉
た
と
え
ば
、
一
九
六
一
年
六
月
二
日
、
参
議
院
商
工
委
員
会
に
お
け
る
割
賦
販
売
法
案
の
補
足
説
明
(
第
三
八
回
国
会
参
議
院
商
工
委
員
会
議
録
三
八
号

一
l
二
頁
〉
。

(
げ
〉
必
ず
し
も
明
綴
で
は
な
い
け
れ
ど
も
中
村
小
委
員
会
委
員
の
質
問
に
対
し
て
松
尾
通
産
省
企
業
局
長
は
「
第
五
条
以
外
の
問
題
は
や
は
り
果
実
の
問
題
と
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(1) 

関
連
し
て
適
用
の
問
題
は
残
る
」
と
述
べ
て
い
る
ハ
第
三
八
凶
国
会
衆
議
院
割
賦
販
売
法
審
査
小
委
員
会
議
録
五
号
一
八
頁
)
。

(
凶
)
一
九
七
二
(
昭
和
問
七
)
年
の
割
賦
販
売
法
改
正
案
は
政
府
原
案
ど
お
り
で
可
決
・
成
立
し
、
同
年
六
月
一
六
日
公
布
さ
れ
て
い
る
の
で
、
起
草
者
と
笠

法
者
と
の
間
に
改
正
内
容
に
つ
き
見
解
の
相
異
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
改
正
案
の
起
草
資
料
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
割
賦
販
売
審
議
会
答
申
「
消
費
者

信
用
に
関
す
る
消
費
者
利
益
の
保
護
増
進
に
つ
い
て
」
(
一
九
七
二
年
一
月
二
八
日
可
通
産
省
産
業
政
策
局
消
祭
経
済
課
編
『
新
版
・
的
補
新
割
賦
販
売

法
の
解
説
』
一
九
七
六
年
三
五
八

l
一三六

0.及
。
立
法
者
意
思
を
措
定
す
る
資
料
と
し
て
は
、
改
正
案
、
国
会
の
会
議
録
(
第
六
八
回
国
会
衆
議
院
会
議

録
、
第
六
八
回
国
会
衆
議
院
商
工
委
員
会
議
録
、
第
六
八
凶
国
会
参
議
院
会
議
録
、
第
六
八
問
国
会
参
議
院
商
工
委
員
会
議
録
)
、
通
産
省
担
当
宥
に
よ
る

法
令
の
解
説
(
前
掲
『
新
版
・
増
補
新
割
賦
阪
光
法
の
解
説
片
山
田
和
彦
「
改
正
割
賦
販
売
法
の
特
色
と
今
後
の
方
向
」

N
B
L
一
八
号
八
良
、
後
狭

義
典
「
改
正
割
賦
販
売
法
政
省
令
の
解
説
」

N
B
L
一二
A

A

号
一
八
頁
)
、
が
あ
る
。

(
凹
)
前
掲
『
新
版
・
増
補
新
割
賦
販
売
法
の
解
説
』
一
八
京
、
竹
内
昭
夫
「
割
賦
販
必
と
消
費
者
保
護
l

|

|
割
賦
販
売
法
の
改
正
と
残
さ
れ
た
問
題
」
『
商

事
法
の
諸
問
題
』
一
九
七
四
年
‘
一
八
二

l
二
八
六
一
氏
、
打
田
峻
一
・
稲
村
良
平
『
割
賦
販
売
法
』
一
九
七
凶
年
二
一

l
一
三
頁
等
。

(
却
)
割
賦
販
売
法
の
起
草
に
拶
響
を
与
え
七
通
広
省
段
業
合
迎
化
審
議
会
流
通
部
会
小
委
員
会
の
委
員
長
で
あ
っ
た
加
藤
一
郎
教
援
ば
「
割
賦
販
売
は
契
約
の

紋
低
基
準
を
定
め
、
そ
れ
を
強
行
法
規
と
す
る
ゆ
え
に
取
引
秩
序
法
的
性
格
含
有
す
る
」
「
当
事
者
間
の
契
約
関
係
の
合
理
化
・
公
正
化
を
は
か
る
規
定
ば
、

便
宜
上
取
引
秩
序
法
と
跡
略
称
し
て
よ
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
ハ
「
割
賦
販
売
に
対
す
る
法
政
策
的
態
度
」
法
律
時
報
資
料
版
五
号
同
頁
)
。
こ
れ
に
対
し
て

昭
和
凶
七
年
の
割
賦
販
売
法
の
改
正
の
基
礎
と
な
っ
た
割
賦
販
売
審
議
会
消
費
者
保
護
部
会
の
専
門
委
員
で
あ
っ
た
竹
内
昭
夫
教
授
は
、
割
賦
販
売
業
者
の

保
護
、
購
入
者
の
保
護
、
割
賦
販
売
業
者
の
過
当
競
争
の
防
止
と
い
う
「
三
つ
の
理
念
を
ひ
っ
く
る
め
た
も
の
が
取
引
秩
序
法
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て

い
た
」
と
し
、
昭
和
凶
七
年
改
正
法
の
規
制
理
念
は
「
消
費
者
保
護
の
一
言
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
今
凶
の
改
正
は
「
取
引
秩
序
の

維
持
、
業
者
の
業
務
分
野
の
調
整
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
念
頭
に
置
か
な
か
っ
た
」
と
発
言
さ
れ
て
い
る
ハ
座
談
会
「
契
約
書
の
標
準
化
か
ら

み
た
新
割
賦
販
売
法
の
理
念
と
実
務
」

N
B
L
コ
一
六
号
七

l
八
一
員
、
及
び
、
一
九
七
二
年
四
月
一
九
日
第
六
八
回
衆
議
院
商
工
委
員
会
で
も
同
様
の
発
言
を

し
て
お
ら
れ
る
。
同
会
議
録
一
五
号
二
一
良
、
六
頁
)
。

(
幻
)
割
賦
販
売
法
の
改
正
内
容
を
見
る
と
、
こ
の
他
に
実
質
年
率
表
示
の
義
務
づ
け
、
割
賦
販
売
条
件
の
表
示
と
「
契
約
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
書
面
」
の

様
式
化
、
前
払
式
割
賦
販
売
等
に
お
け
る
前
払
金
供
託
比
率
の
引
上
げ
、
及
び
、
前
受
業
務
保
証
金
供
託
委
託
契
約
の
締
結
に
よ
る
前
受
金
保
全
措
置
制
度

の
創
設
等
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
開
示
の
ん

l
ル
の
徹
底
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
割
賦
販
売
法
改
正
後
に
通
産
省
企
業
局
長
通
達
(
附
和
問
八
年
三
月
一
一
一
♂
六

日
四
八
企
尚
二
七
五
号
及
び
昭
和
四
八
年
四
月
二
日
間
八
企
局
二
七
四
号
)
の
形
で
各
取
引
に
つ
き
契
約
約
款
作
成
基
準
及
び
各
業
種
別
に
標
準
契
約
書
が
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説

公
表
さ
れ
て
い
る
ハ
「
各
業
界
に
お
け
る
割
賦
販
売
等
標
準
契
約
約
款
」
月
刊
ク
レ
ジ
ッ
ト
一
九
四
号
四
八
八
五
頁
、
打
田
・
稲
村
・
前
回
問
書
付
録
七

i

七
八
頁
)
。
こ
の
点
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
契
約
内
容
を
規
制
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
反
す
る
条
項
を
契
約
書
面
に
記
載
す

る
こ
と
自
体
を
禁
じ
る
と
こ
ろ
に
昭
和
四
七
年
改
正
の
特
色
が
あ
る
(
山
野
勲
夫
「
消
費
者
信
用
取
引
と
割
阪
法
(
上
)
」
手
形
研
究
二
一
一
号
ニ
ニ
頁
)
。

(
辺
)
前
掲
『
新
版
・
増
補
新
割
賦
販
売
法
の
解
説
』
三
五
八
真
。

(
幻
)
割
賦
販
売
法
二
九
条
の
六
及
び
同
法
規
則
一
二
条
の
七
に
よ
り
、
前
払
式
特
定
取
引
の
場
合
に
は
、
前
払
式
特
定
取
引
契
約
款
に
契
約
解
除
に
関
す
る
事

項
及
び
解
除
に
伴
う
損
害
賠
償
額
の
範
囲
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
、
ま
た
右
事
項
の
記
載
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

言命

割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
人
的
適
用
範
囲

け

は

じ

め

に

周
知
の
と
お
り
「
購
入
者
等
の
利
益
の
保
護
」
を
立
法
目
的
に
加
え
た
昭
和
四
七
年
の
改
正
に
よ
り
、
割
賦
販
売
法
は
「
消
費
者
」
保
護

立
法
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
本
章
で
は
、
制
定
当
初
か
ら
購
入
者
保
護
の
た
め
の
規
定
と
解
さ
れ
て
い
る
割

賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
人
的
適
用
範
囲
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

五
条
・
六
条
は
い
か
な
る
範
聞
の
購
入
者
を
保
護
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
立
法
過
程
の
検
討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
割

賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
人
的
適
用
範
聞
は
割
賦
販
売
法
第
二
章
の
適
用
除
外
を
定
め
る
同
法
八
条
一
号
・
三
号
・
四
号
・
五
号
と
、
購
入
者
に

と
っ
て
も
当
該
割
賦
販
売
が
商
行
為
と
な
る
場
合
に
特
に
同
法
五
条
の
適
用
除
外
を
定
め
た
同
法
五
条
三
項
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
第
一
に
割
賦
販
売
法
八
条
各
号
に
該
当
す
る
当
事
者
は
全
く
同
法
五
条
・
六
条
に
よ
る
規
制
に
服
し
な
い
と
解
す
べ
き
か
、
第

二
に
割
賦
販
売
法
六
条
に
は
、
同
法
五
条
三
項
に
相
当
す
る
規
定
が
存
在
し
な
い
が
故
に
、
購
入
者
の
た
め
に
当
該
取
引
が
商
行
為
と
な
る

場
合
に
も
同
法
六
条
の
適
用
が
あ
る
と
解
す
べ
き
か
、
が
解
釈
論
上
問
題
と
な
る
。
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ロ

割
賦
販
売
法
八
条
に
つ
い
て

い
く
つ
か
の
主
体
聞
の
取
引
を
挙
げ
て
い
る
。
以
下
で
は
本
稿

の
課
題
に
関
連
し
て
問
題
と
な
る
四
号
・
五
号
に
限
定
し
て
検
討
を
加
え
る
(
八
条
一
号
に
つ
い
て
は
後
述
臼
参
照
)
。

割
賦
販
売
法
八
条
四
号
は
特
別
法
に
基
づ
く
組
合
、
公
務
員
の
職
員
団
体
及
び
労
働
組
合
が
そ
の
団
体
の
構
成
員
に
対
し
て
行
な
う
割
賦

割
賦
販
売
法
八
条
は
、
同
法
第
二
章
の
適
用
除
外
の
理
由
を
異
に
す
る
、

販
売
に
つ
き
、
同
法
八
条
五
号
は
購
売
会
事
業
の
よ
う
な
事
業
者
が
そ
の
従
業
員
に
対
し
て
行
な
う
割
賦
販
売
に
つ
き
同
法
第
二
章
の
、
従

っ
て
瓦
条
・
六
条
の
適
用
を
排
除
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
適
用
除
外
規
定
が
存
在
し
て
い
る
点
か
ら
す
ぐ
に
、
右
団
体

が
割
賦
販
売
業
者
と
な
る
場
合
に
は
購
入
者
が
消
費
者
で
あ
っ
て
も
、
割
賦
販
売
法
五
条
一
項
所
定
の
手
続
を
経
ず
に
行
な
っ
た
契
約
の
解

除
・
期
限
の
利
益
の
喪
失
は
有
効
で
あ
り
、
右
主
体
聞
の
特
約
で
あ
れ
ば
、
割
賦
販
売
法
六
条
の
制
限
額
を
越
え
る
高
額
な
損
害
賠
償
の
予

(1) 

定
又
は
違
約
金
の
定
め
で
あ
っ
て
も
有
効
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
、
右
主
体
聞
の
割
賦
販
売
に
関
し
て
割
賦
販
売
法
の
適
用
除
外
規
定
を
置
い
た
立
法
者
の
意
図
は
、
団
体
自
治
の
尊
重
と
い
う
要

請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
団
体
は
団
体
の
性
質
上
、
そ
の
構
成
員
と
の
聞
に
利
害
の
相
反
が
な
い
こ
と
を

前
提
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
右
団
体
と
そ
の
構
成
員
聞
に
二
般
割
賦
販
売
業
者
・
購
入
者
聞
の
対
立
す
る
経
済
的
利
益
の
調
整
を

目
的
と
し
た
割
賦
販
売
法
を
適
用
す
る
な
ら
ば
、
団
体
構
成
員
が
共
同
の
目
的
の
た
め
に
自
主
的
に
団
体
を
組
織
し
、
自
主
的
に
団
体
を
運

営
し
て
い
く
と
い
う
内
部
自
治
に
干
渉
す
る
こ
と
に
な
る
虞
れ
が
あ
る
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
ο

確
か
に
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
は
適
用
除

外
を
正
当
化
す
る
充
分
な
根
拠
が
存
在
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
割
賦
販
売
法
八
条
四
号
・
五
号
の
団
体
に
は
、
そ
の
団
体
自
治
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
様
々
な
目
的
を
有
す
る
団
体
が
含
ま
れ

て
い
る
。
た
と
え
ば
「
特
別
の
法
律
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
組
合
並
び
に
そ
の
連
合
会
及
び
中
央
会
」
に
は
、
農
業
協
同
組
合
、
消
費
生

活
協
同
組
合
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
、
商
工
組
合
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
、
環
境
衛
生
同
業
組
合
等
が
該
当
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
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;比

一
方
で
は
中
小
企
業
拡
一
寸
協
同
組
合
法
三
条
一
号
に
基
づ
く
事
業
協
同
組
前
が
、
信
販
会
社
と
並
ん
で
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
に
お
け
る
最
も
重

北法33(2・22)320

要
な
信
用
供
与
者
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

四
に
お
い
て
分
析
を
加
え
る
よ
う
に
、
割
賦
販
売
法
五
条
・
六

条
違
反
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
利
害
の
衝
突
が
団
体
と
そ
の
構
成
員
聞
に
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
実
情
を
前
提
に
す
る
と
、
割
賦
販

売
法
八
条
四
号
・
五
号
に
該
当
す
る
団
体
で
あ
る
と
し
て
も
、
団
体
自
治
の
確
保
を
楯
に
割
賦
販
売
法
の
規
制
の
全
面
排
除
を
正
当
化
す
る

ヰt.
員同

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

割
賦
販
売
法
は
単
に
購
入
者
の
利
益
保
護
を
目
的
と
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
国
民
経
済
全
体
の
立
場
か
ら
規
制
を
加
え
る
一
方
、
他
方
で

は
業
者
相
互
の
過
当
競
争
を
防
止
し
業
界
全
体
の
健
全
性
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
多
目
的
立
法
で
あ
る
(
同
法
一
条
参
照
〉
。
規
制
手
段
の
面

か
ら
観
察
し
て
み
て
も
、
民
事
法
的
規
制
・
行
政
法
的
規
制
・
刑
事
法
的
規
制
を
包
含
す
る
複
合
的
立
法
と
い
っ
て
よ
い
。
従
っ
て
、
割
賦

販
売
法
八
条
四
号
・
五
号
の
立
法
趣
旨
t
i
l
l
団
体
の
内
部
自
治
の
確
保
1

1
を
考
慮
す
れ
ば
、
行
政
法
的
な
い
し
刑
事
法
的
規
制
手
段
を
定

め
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
適
用
排
除
を
肯
定
す
る
根
拠
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
問
題
と
す
る
割
賦
販
売
法
五
条
・

六
条
に
つ
い
て
は
一
考
の
余
地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
同
法
五
条
・
六
条
は
購
入
者
の
保
護
を
目
的
と
す
る
個
別
的
具
体
的
契
約
関
係
を
規
律
す
る
効
力
規
定
で
あ
り
、

か
り
に
割
賦

販
売
法
八
条
四
号
・
五
号
に
掲
げ
ら
れ
る
団
体
と
そ
の
構
成
員
間
の
契
約
関
係
に
適
用
し
た
と
し
て
も
、
団
体
の
内
部
自
治
に
不
当
な
干
渉

を
加
え
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
は
、
購
入
者
の
割
賦
代
金
債
務
の
不
履
行
を
理
由

と
す
る
不
当
な
契
約
解
除
及
び
期
限
の
利
益
喪
失
条
項
を
無
効
と
し
、
割
賦
販
売
業
者
に
よ
る
不
当
な
損
害
賠
償
等
の
請
求
を
制
限
す
る
規

定
で
あ
っ
て
、
団
体
と
そ
の
構
成
員
の
利
害
が
相
反
し
て
い
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
割
賦
販
売
法
八
条
四
号
・
五
号
と
は
、
規
制
対
象
と

な
る
契
約
主
体
聞
の
利
害
状
況
を
異
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
私
は
割
賦
販
売
法
八
条
四
号
・
五
号
に
該
当
す
る
団
体
の
行
な
う
割
賦
販
売
に
お
い
て
も
、
同
法
五
条
・
六
条
に
つ
い
て
は
そ



の
適
用
が
解
釈
論
上
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
(
固
に
お
い
て
検
討
を
加
え
る
割
賦
販
売
以
外
の
取
引
形
態
を
右
団
体
が
行
な
う

場
合
に
も
、
同
様
に
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
類
推
適
用
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
)
。

伺

割
賦
販
売
法
六
条
に
つ
い
て

仮
に
購
入
者
の
た
め
に
商
行
為
と
な
る
割
賦
販
売
に
割
賦
販
売
法
六
条
が
適
用
に
な
る
と
す
る
と
、
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
人
的
適

用
範
囲
に
い
か
な
る
差
異
が
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(1) 

割
賦
販
売
法
五
条
コ
一
項
は
以
下
の
割
賦
販
売
の
場
合
に
同
法
五
条
一
項
・
二
項
の
適
用
を
除
外
す
る
。
第
一
に
、
商
法
五

O
三
条
二
項
に

よ
り
商
人
の
行
為
は
そ
の
営
業
の
た
め
に
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
、
購
入
者
が
商
人
で
あ
れ
ば
、
専
ら
営
業
以
外
(
た
と
え
ば
家
庭

用
)
の
た
め
に
購
入
し
た
こ
と
を
立
証
し
な
い
限
り
、
当
該
割
賦
販
売
は
商
行
為
に
該
当
し
、
割
賦
販
売
業
者
は
割
賦
販
売
法
五
条
一
項
所

定
の
手
続
を
必
ず
し
も
要
求
さ
れ
な
い
。
第
二
に
、
購
入
者
が
商
人
で
な
く
と
も
当
該
割
賦
購
入
が
商
法
五

O
一
条
に
該
当
す
れ
ば
同
様

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
指
定
商
品
を
「
利
益
を
得
て
他
に
譲
渡
す
る
意
思
を
も
っ
て
有
償
取
得
」
し
た
場
合
に
は
絶
対
的
商
行
為
と
な
る
か
ら

で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
右
の
営
利
意
思
の
存
在
は
取
得
行
為
の
当
時
に
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
し
、
一
般
人
の
一
回
か
ぎ
り

の
投
機
売
買
に
つ
き
営
利
意
思
の
存
在
を
立
証
す
る
こ
と
は
事
実
上
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
割
賦
販
売
法
五
条
三
項
は
、

商
人
間
の
営
利
を
目
的
と
し
た
割
賦
販
売
に
つ
き
同
法
五
条
一
項
・
二
項
の
適
用
を
排
除
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

消費者信用取引と割賦販売法五条・六条

一
方
、
割
賦
販
売
法
八
条
一
号
に
よ
れ
ば
「
指
定
商
品
又
は
こ
れ
を
部
品
若
し
く
は
附
属
品
と
す
る
商
品
を
販
売
す
る
こ
と
を
業
と
す
る

者
に
対
し
て
行
な
う
当
該
指
定
商
品
の
割
賦
販
売
」
の
場
合
に
は
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
が
適
用
さ
れ
な
い
。
「
指
定
商
品
又
は
こ
れ
を

部
品
若
し
く
は
附
属
品
と
す
る
商
品
を
販
売
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
」
も
の
は
商
人
で
あ
り
、
こ
の
者
に
対
し
て
行
な
う
割
賦
販
売
は
「
購

入
者
の
た
め
に
商
行
為
と
な
る
」
場
合
に
該
当
す
る
。
従
っ
て
、
割
賦
販
売
法
八
条
一
号
に
よ
っ
て
適
用
除
外
の
対
象
と
な
る
範
囲
は
同
法

北法33(2・23)321

五
条
三
項
の
そ
れ
に
包
含
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。



説

そ
れ
故
、
割
賦
販
売
法
八
条
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
購
入
者
の
た
め
に
当
該
割
賦
販
売
が
商
行
為
と
な
る
場
合
に
も
同
法
六
条

の
適
用
が
あ
る
と
仮
定
す
る
と
、
第
一
に
「
指
定
商
品
又
は
こ
れ
を
部
品
若
し
く
は
附
属
品
と
す
る
商
品
を
販
売
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
」

"Jt. 
日岡

者
以
外
の
商
人
が
購
入
者
で
あ
る
場
合
、
第
二
に
八
条
一
号
に
該
当
す
る
商
人
で
あ
っ
て
も
、
販
売
す
る
目
的
を
も
っ
て
z
円
己
の
営
業
に
供

さ
れ
る
商
品
以
外
の
指
定
商
品
を
割
賦
購
入
す
る
場
合
(
但
し
、
商
法
五

O
三
条
二
項
の
推
定
を
や
ぶ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
)

は
、
割
賦
販
売
法
五
条
一
項
・
二
項
は
適
用
さ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
法
六
条
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

立
法
過
程
の
検
討
か
ら
は
、

し
か
し
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
(
ニ
伺
参
照
)
、

五
条
と
六
条
の
人
的
適
用
範
囲
に
右
に
見
る
よ
う
な

差
異
を
認
む
べ
き
で
あ
る
と
す
る
積
筏
的
主
張
も
、
ま
た
そ
の
根
拠
を
見
い
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
こ
で
割
賦
販
売
法
五
条
と
六
条
の

人
的
適
用
範
囲
を
判
例
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
と
い
う
点
か
ら
、
次
に
考
察
を
加
え
て
み
よ
う
。
購
入
者
に
と
っ
て
当
該
割
賦
販
売

が
商
行
為
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
事
例
に
お
い
て
、
ま
ず
第
一
に
割
賦
販
売
法
五
条
一
項
・
二
項
に
反
す
る
契
約
解
除
な
い
し
期
限
の
利

益
の
喪
失
の
効
力
を
認
容
|
|
す
な
わ
ち
、

五
条
三
項
に
よ
る
同
条
一
項
・
二
項
の
適
用
除
外
ー
ー
ー
す
る
一
方
、
他
方
で
割
賦
販
売
業
者
に

よ
る
損
害
賠
償
請
求
等
に
同
法
六
条
を
適
用
し
た
判
決
が
存
在
す
る
。

長
崎
地
紋
佐
位
保
支
部
判
山
和
凶
O
年
九
月
六
日
〈
下
級
裁
民
争
及
判
例
集
一
六
巻
九
号
二
二
九
一
五
)

自
動
車
版
記
会
社
が
採
石
業
者
に
ダ
ン
プ
カ
ー
を
割
賦
販
売
し
た
事
例
。
ダ
ン
プ
カ
ー
は
採
石
業
を
営
む
た
め
に
訓
賦
購
入
し
た
と
必
め
ら
れ
る
の
で
、
購

入
者
に
と
っ
て
右
訓
賦
販
売
は
附
属
的
尚
行
為
に
あ
た
る
と
し
て
、
加
熱
催
告
解
除
の
特
約
を
有
効
と
判
示
し
た
。
自
動
車

4

似
売
会
社
の
損
害
賠
償
治
求
に
つ
い

て
は
、
割
賦
販
売
法
六
条
一
号
を
適
用
し
臼
動
車
の
通
常
の
使
用
料
額
を
算
定
し
た
。

〔

2
〕
東
京
地
判
附
和
四
凶
年
九
月
一
一
一
日
(
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
四
七
号
一
五
五
瓦
)

不
動
産
業
者
が
'
U
動
車
を
訓
賦
鱗
入
し
た
が
例
。
同
民
主
は
不
動
産
の
売
貝
及
び
仲
介
等
を
業
と
す
る
商
人
と
し
て
そ
の
営
業
遂
行
の
た
め
に
車
両
を
購
入
し

た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
割
賦
販
売
は
民
主
の
附
以
的
商
行
為
に
あ
た
る
と
し
て
無
催
告
解
除
は
有
効
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
売
主
の
損
害
賠
償
法
求
は
一
部

〔

1
〕
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認
容
さ
れ
て
い
る
が
詳
細
は
不
明
。

〔
3
〕
福
岡
地
判
昭
和
四
四
年
一

O
月
二
日
(
判
例
時
報
六

O
一
号
八
六
一
氏
)

自
動
車
修
理
政
売
会
社
、
か
菜
チ
製
造
業
者
に
ラ
イ
ト
バ
ン
を
割
賦
販
売
し
た
い
も
a

例
。
布
割
賦
販
売
は
購
入
者
の
滋
業
の
た
め
に
し
た
も
の
と
推
定
す
べ
き
で

あ
る
と
し
て
刻
賦
販
売
法
五
条
一
項
所
定
の
催
告
に
よ
ら
な
い
契
約
の
解
除
を
有
効
と
認
定
し
た
よ
う
で
あ
る
。
木
件
で
は
新
車
の
引
渡
前
に
契
約
を
解
除
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
割
賦
販
売
法
六
条
一
号
を
類
推
適
用
し
て
白
動
車
の
運
用
の
た
め
に
な
さ
れ
た
登
録
メ
は
い
脳
出
に
よ
る
商
品
価
格
の
低
落
に
伴
う
損

害
を
通
常
の
使
用
料
の
額
と
し
て
売
主
の
損
害
賠
償
請
求
を
認
容
し
た
。
(
8
)
 

〔4
〕
東
京
高
判
附
和
五
一
年
一
一
月
一
一
一

O
日
(
判
例
時
報
八
四
六
号
六
九
玄
)

(
9
)
 

〔5
〕
最
日
判
昭
和
五
二
年
七
月
二

O
日
〔
金
融
商
事
判
例
五
三
四
号
二

O
頁
)

〔5
〕
は
〔
4
〕
の
上
北
同
様
で
あ
る
。
白
動
車
販
売
会
社
、
か
有
限
会
社
に
臼
動
車
を
割
賦
販
売
し
た
事
例
。
政
金
の
支
払
い
を
怠
っ
た
時
は
割
賦
販
売
契
約
は

当
然
解
除
さ
れ
、
一

0
0
.刀
円
の
損
寄
金
を
交
払
う
旨
の
特
約
条
項
が
存
在
し
た
。
〔
3
〕
判
決
同
様
、
新
規
使
用
白
動
ボ
の
引
渡
前
笠
録
後
に
買
主
の
割
賦
代

念
支
払
債
務
の
不
履
行
に
よ
り
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
登
録
に
よ
る
臼
動
車
の
減
価
相
当
加
の
損
得
を
由
民
主
に
請
求
で
き
る
か
得
か
が
問
題
と

な
っ
た
。
〔
4
〕
・
〔
5
〕
判
決
は
五
条
一
項
に
違
反
す
る
特
約
の
効
力
を
問
題
と
せ
ず
に
(
有
限
会
社
法
一
条
一
項
及
び
二
条
に
基
づ
き
右
割
賦
販
売
は
購
入
者

の
た
め
に
商
行
為
に
な
る
と
解
せ
ら
れ
る
)
、
右
の
場
合
に
は
白
動
車
の
引
渡
前
で
あ
る
か
ら
六
条
三
号
を
適
用
す
べ
き
と
併
し
、
か
つ
な
録
に
よ
る
白
動
率

の
減
価
相
当
額
は
同
号
所
定
の
「
契
約
の
締
結
及
び
緩
行
の
た
め
に
通
常
要
す
る
費
用
の
額
」
に
あ
た
ら
な
い
と
判
示
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
購
入
者
の
た
め
に
当
該
割
賦
販
売
が
酪
行
為
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
事
例
に
お
い
て
、
割
賦
版
売
法
五
条
の
他
に
六

条
も
明
ら
か
に
適
用
し
な
か
っ
た
判
決
(
〔
6
〕
判
決
)
及
び
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
適
用
の
可
否
に
言
及
し
な
か
っ
た
判
決
(
〔
7
〕・

〔
8
〕
判
決
)
が
あ
る
。
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〔

6
〕

{
U
)
 

松
山
地
判
昭
和
四

O
年
二
月
一
五
日
(
下
級
品
尚
氏
本
裁
判
例
集
一
六
巻
二
号
二
五
回
瓦
)

臼
動
車
販
売
修
理
会
社
が
建
立
業
を
常
む
会
社
に
白
動
車
を
割
賦
阪
先
し
た
事
例
。
「
割
賦
金
の
交
払
い
を
怠
っ
た
と
き
は
:
・
:
何
ら
通
知
催
告
を
要
し
な



説

い
で
契
約
を
仰
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
た
約
定
に
ぶ
つ
き
、
口
頭
に
よ
る
解
除
の
意
忠
表
示
を
前
提
と
す
る
売
主
の
填
補
賠
償
前
求
に
対
し
て
、
木
判

決
は
、
木
作
を
一
般
の
依
務
不
制
服
行
に
よ
る
知
山
台
賠
償
傾
算
定
の
問
題
と
解
し
た
上
で
割
賦
販
売
価
絡
の
う
ち
、
解
除
後
に
支
払
期
日
の
到
来
す
る
各
訓
賦
金

中
、
月
賦
手
数
料
に
相
当
す
る
部
分
を
本
来
の
履
行
利
益
を
上
回
る
治
求
と
し
て
控
除
を
命
じ
た
。

(ロ)

〔

7
〕
横
浜
地
判
附
和
四
三
年
七
月
九
日
(
下
級
裁
は
山
が
裁
刊
例
祭
一
九
巻
七
・
八
号
コ
一
九
三
頁
)

土
建
業
者
が
い
山
什
業
用
と
し
て
中
十
日
の
ダ
ン
プ
カ
ー
を
割
賦
購
入
し
た
や
例
。
刻
版
販
売
法
五
条
一
項
所
定
の
手
続
に
法
づ
か
な
い
契
約
の
解
除
を
有
効
と
判

示
し
た
上
で
、
売
主
の
違
約
金
治
求
に
つ
い
て
は
「
本
件
売
買
が
解
除
さ
れ
た
時
の
違
約
煩
寄
金
と
し
て
、
本
件
売
買
代
金
相
当
傾
と
返
涼
一
時
の
木
件
ダ
ン
プ

カ
ー
の
時
価
の
ぷ
紛
が
通
常
の
使
用
料
を
同
地
え
る
と
き
は
そ
の
額
を
支
払
う
。
適
正
価
領
で
臼
動
車
を
処
分
し
た
と
き
は
そ
の
処
分
価
額
か
ら
臼
助
恥
の
回
収

費
、
修
理
代
、
部
品
代
金
そ
の
他
必
要
経
伐
を
兇
除
し
た
残
額
を
時
価
と
み
な
し
:
・
:
す
で
に
受
領
し
た
即
時
金
、
割
賦
金
は
違
約
制
似
寄
金
に
弁
済
し
て
消

算
」
す
る
出
け
の
特
約
を
相
当
と
解
し
、
右
特
約
に
基
づ
き
返
還
さ
れ
た
'
口
動
車
の
時
簡
を
汗
価
す
る
法
準
と
し
て
、
日
木
'M動
車
衣
円
近
協
会
の
作
成
し
た
中
古

車
価
絡
先
定
方
式
を
採
用
し
た
。

〔

8
〕
東
京
お
判
昭
和
五
凶
作
サ
一

O
月
一
五
日
(
判
例
タ
イ
ム
ズ
四

O
八
号
一
一

O
頁
)

運
送
業
を
営
む
有
限
会
社
が
ト
ラ
ッ
ク
・
ト
レ
ー
ラ
ー
を
割
賦
購
入
し
た
お
例
。
本
判
決
は
「
自
動
車
販
売
会
社
に
お
い
て
当
該
'H動
車
を
任
立
処
分
し
た

と
き
は
処
分
代
価
か
ら
回
収
校
、

jmH川
代
金
、
修
理
費
そ
の
他
の
必
要
経
費
を
差
し
引
い
た
価
鋲
を
も
っ
て
右
返
還
時
の
悩
俗
と
し
、
処
分
前
に
神
奈
川
県
自

動
車
販
先
庖
協
会
中
古
中
査
定
委
対
会
に
査
一
廷
を
依
頼
し
た
と
き
は
そ
の
在
定
価
絡
を
も
っ
て
返
泣
時
の
側
格
と
す
る
」
己
け
の
特
約
に
法
づ
き
、
本
件
自
動
車

の
返
泣
時
と
隔
た
り
の
少
な
い
時
期
即
ち
一
般
的
価
値
の
変
動
を
考
慮
す
る
必
要
の
な
い
時
期
に
処
分
な
り
査
定
な
り
の
な
さ
れ
た
場
合
を
ぷ
燃
と
し
て
損
害

賠
償
績
を
算
定
す
る
の
を
相
当
と
解
し
た
。

:;:.t. 
ijffiJ 

結
局
、
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
人
的
適
用
範
囲
に
差
異
を
認
め
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
、

つ
ま
り
購
入
者
の
た
め
に
商
行
為
と
な
る

割
賦
販
売
に
も
割
賦
販
売
法
六
条
の
適
用
が
あ
る
と
解
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
判
例
上
も
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

国
会
の
審
議
過
程
に
お
い
て
、

五
条
・
六
条
は
と
も
に
購
入
者
の
保
護
を
意
図
し
た
規
定
で
あ
る
と
解
さ
れ
、
他
方
購
入
者
の
た
め
に
商
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行
為
と
な
る
割
賦
販
売
に
つ
き
五
条
一
一
項
・
二
項
の
適
用
が
除
外
さ
れ
て
い
る
の
は
、
合
理
的
計
算
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
経
済
人
と
し

一
般
消
費
者
の
よ
う
な
特
別
な
保
護
を
必
要
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
(
目
。
従
つ

て
、
こ
の
よ
う
な
契
約
当
事
者
に
は
、

て
、
五
条
三
項
に
相
当
す
る
規
定
が
六
条
に
存
在
し
な
い
点
を
積
極
的
に
評
価
し
、
購
入
者
の
た
め
に
商
行
為
と
な
る
割
賦
販
売
の
場
合
に

六
条
の
み
が
適
用
さ
れ
る
と
解
す
る
た
め
に
は
、
五
条
と
異
な
り
、
購
入
者
が
商
人
で
あ
る
場
合
に
も
一
般
消
費
者
で
あ
る
場
合
に
も
、

同
様
に
要
求
さ
れ
る
程
度
の
保
護
機
能
を
六
条
が
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
換
言
す
れ

ば
、
購
入
者
に
対
す
る
保
護
の
程
度
と
い
う
点
か
ら
割
賦
販
売
法
六
条
を
分
析
す
る
こ
と
が
問
題
解
決
に
絡
を
与
支
て
く
れ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

(1) 

六
条
は
民
法
四
二

O
条
一
項
の
特
則
と
し
て
、
損
害
賠
償
の
予
定
な
い
し
違
約
金
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
も
裁
判
官
に
よ
る
減
額
を
認
め

る
。
し
か
も
、
減
額
し
う
る
程
度
を
裁
判
所
の
自
由
裁
量
に
委
ね
ず
に
画
一
的
に
規
定
し
、
こ
れ
を
越
え
る
損
害
賠
償
等
の
請
求
を
一
律
に

無
効
と
す
る
。
つ
ま
り
、
六
条
は
合
意
さ
れ
た
契
約
内
容
の
改
訂
権
限
を
裁
判
官
に
与
え
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
改
訂
の
範
囲
を
定
型
化

|
|
請
求
額
が
六
条
各
号
を
越
え
て
い
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
れ
ば
、
右
基
準
を
越
え
る
割
賦
販
売
業
者
の
損
害
賠
償
請
求
は
即
、
不
当
な
請

求
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
裁
判
官
に
と
っ
て
契
約
内
容
改
訂
の
た
め
の
具
体
的
判
断
基
準
が
明
確
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
購
入
者
に
と
っ
て
も

消費者信用取引と割賦販売法五条・六条

立
証
責
任
の
軽
減
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る

l
lし
、
か
っ
、
購
入
者
か
ら
の
訴
え
を
待
た
ず
に
、
六
条
各
号
の
範
閥
を
越
え
る
販
売
業
者
の
請

求
に
つ
き
、
訴
訟
外
で
購
入
者
が
無
効
を
主
張
で
き
る
点
で
、
購
入
者
に
対
す
る
保
護
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
亘
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
規
制
は
、
割
賦
販
売
法
六
条
に
留
ま
ら
ず
、
利
息
制
限
法
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
等
に
も
存
在
す
る
。
利
息
制
限
法
の
場
合

に
は
、
現
行
法
の
制
定
に
伴
い
、
商
事
関
係
へ
の
適
用
を
除
外
し
た
商
法
施
行
法
一
一
七
紛
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
損
害
賠

償
の
予
定
を
通
常
の
利
息
の
制
限
利
率
の
二
倍
に
抑
え
る
利
息
制
限
法
四
条
は
、
商
事
関
係
に
も
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

利
息
制
限
法
に
つ
い
て
も
そ
の
人
的
適
用
範
囲
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
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一
方
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
の
場
合
に
は
、
同
法
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七
八
条
二
項
に
よ
り
販
売
業
者
と
顧
客
が
と
も
に
宅
地
建
物
取
引
業
者
で
あ
る
取
引
に
は
、
損
害
賠
償
額
の
予
定
及
び
違
約
手
附
額
に
制
限

を
加
え
る
同
法
三
八
条
、
三
九
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
円
。
従
っ
て
、
同
種
の
規
制
を
定
め
る
他
の
法
律
の
人
的
適
用
範
囲
と
の
単
純
な

'21:忌
日間

比
較
か
ら
六
条
の
人
的
適
用
範
囲
を
解
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
六
条
各
号
は
、
割
賦
販
売
の
目
的
物
が
返
還
さ
れ
た
場
合
に
は
、
目
的
物
の
返
還
の
他
に
目
的
物
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

購
入
者
が
得
た
利
自
(
一
号
)
か
、
あ
る
い
は
割
賦
代
金
額
と
時
価
と
の
差
純
(
一
号
括
弧
書
き
)
、
目
的
物
が
返
還
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、

履
行
利
益
に
相
当
す
る
割
賦
販
売
価
格
(
二
号
)
、
目
的
物
が
買
主
に
引
き
渡
さ
れ
る
前
に
解
除
さ
れ
た
場
合
に
は
、
契
約
の
締
結
お
よ
び
履

行
の
た
め
に
通
常
要
す
る
費
用
の
額
(
一
一
一
号
)
に
、
契
約
解
除
に
伴
う
賠
償
額
を
制
限
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
六
条
各
号
に
よ
っ
て
定
型
化

さ
れ
た
損
害
賠
償
の
範
囲
は
、
購
入
者
の
割
賦
代
金
債
務
の
不
履
行
に
よ
っ
て
割
賦
販
売
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
通
常
生
じ
る
損
害
の

範
囲
(
民
法
四
二
ハ
条
一
項
)
を
強
行
法
規
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
(
加
。
そ
れ
故
、
特
別
の
事
情
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
(
民
法
四
二
ハ

条
二
項
)
す
な
わ
ち
、
通
(
献
に
よ
れ
ば
特
別
の
事
慣
を
原
因
と
し
て
生
じ
た
損
害
で
そ
の
事
情
が
債
務
不
履
行
時
に
債
務
者
に
と
っ
て
予
見

可
能
で
あ
っ
た
損
害
で
あ
っ
て
も
、
通
常
右
損
害
額
は
割
賦
販
売
法
六
条
各
号
所
定
の
額
を
越
え
る
と
こ
ろ
か
ら
請
求
で
き
な
い
こ
と
に
な

必
。
こ
の
点
で
、
新
車
の
登
録
後
引
渡
前
に
買
主
の
割
賦
代
金
債
務
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
契
約
が
解
除
さ
れ
た
事
案
に
お
い
て
、
登
録

に
よ
る
自
動
車
の
減
価
相
当
額
の
損
害
賠
償
請
求
を
六
条
三
号
に
該
当
し
な
い
と
し
て
棄
却
し
た
〔
4
〕・〔
5
〕
判
決
が
注
目
さ
れ
る
。

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
六
条
は
、
裁
判
官
に
契
約
内
容
の
改
訂
権
限
を
付
与
し
、
か
っ
、
改
訂
の
範
囲
を
定
型
化
し
、
購
入
者
に

訴
訟
外
で
の
契
約
の
一
部
無
効
の
主
張
を
認
め
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
損
害
賠
償
の
範
聞
に
関
し
て
一
般
原
則
を
定
め
る
民
法
四
一
六
条
よ

り
も
損
害
賠
償
の
範
囲
を
限
定
す
る
結
果
と
な
る
場
合
が
生
じ
る
点
で
、
購
入
者
保
護
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
従
っ
て

購
入
者
の
た
め
に
商
行
為
と
な
る
割
賦
販
売
に
六
条
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
質
的
に
み
て
購
入
者
の
犠
牲
に
お
い
て
割
賦
販
売

業
者
が
過
当
に
収
得
し
た
と
は
言
え
な
い
範
囲
の
損
害
賠
償
請
求
を
一
律
に
排
除
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
購
入
者
が
一
般
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の
消
費
者
で
な
い
場
合
に
こ
こ
ま
で
保
護
す
る
の
は
疑
問
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
当
該
割
賦
販
売
が
購
入
者
の
た
め
に
商
行
為
と
な
る
場
合
に

は
、
割
賦
販
売
法
八
条
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
ら
ず
、
五
条
三
項
を
類
推
し
て
六
条
の
適
用
範
囲
を
制
限
し
、
む
し
ろ
契
約
当
事
者
の

公
平
な
損
害
の
分
担
と
い
う
観
点
か
ら
損
害
賠
償
額
を
算
定
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
(
四
に
お
い
て
検
討
が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
、

取
引
形
態
の
面
か
ら
は
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
類
推
適
用
の
根
拠
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
購
入
者
の
た
め
に
当
該
取
引
が
商
行
為
と

な
る
場
合
に
は
、
五
条
・
六
条
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
)
。

同
以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
は
購
入
者
の
た
め
に
商
行
為
と
な
ら
な
い
取
引
、
す
な
わ
ち
消
費

者
事
を
規
制
す
る
規
定
と
解
さ
れ
る
。

(1) 

(

1

)

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
行
な
う
割
賦
販
売
に
つ
い
て
も
割
賦
販
売
法
第
二
章
の
適
用
が
除
外
さ
れ
て
い
る
(
同
法
八
条
三
号
)
。
国
有
財
産
法
三
一
条
及

び
地
方
自
治
法
施
行
令
一
六
九
条
の
=
一
に
よ
れ
ば
、
普
通
財
産
の
売
払
代
金
は
当
該
財
産
の
引
渡
前
に
納
付
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
当
該
普
通
財
産
の
筑

波
を
受
け
る
者
が
売
払
代
金
を
一
時
に
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
確
実
な
担
保
を
徴
し
、
か
つ
利
息
を
付
し
て
原
則
と
し
て
五
年

以
内
の
延
納
の
特
約
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
動
産
の
割
賦
販
売
は
ほ
と
ん
ど
例
が
な
い
よ
う
で
あ
る
ω

(

2

)

た
と
え
ば
、
一
九
六
一
(
昭
和
三
大
)
年
五
月
一
九
日
、
衆
議
院
商
工
委
員
会
割
賦
販
売
法
案
審
査
小
委
員
会
に
お
い
て
松
尾
通
産
省
企
業
局
長
は
次
の

よ
う
に
答
え
て
い
る
。
「
こ
の
法
案
の
趣
旨
は
:
:
:
割
賦
販
売
に
関
す
る
販
売
者
と
購
入
者
と
の
間
の
利
害
調
整
、
そ
の
秩
序
法
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

す
が
、
今
御
指
摘
の
消
費
生
活
協
同
組
合
の
場
合
は
:
・
・
:
組
合
の
性
質
上
、
い
わ
ゆ
る
共
同
目
的
の
た
め
に
組
合
と
組
合
員
の
間
に
利
害
の
相
反
す
る
こ
と

が
な
い
と
い
う
建
前
で
、
消
費
生
活
協
同
組
合
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
で
き
て
お
る
団
体
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
従
い
ま
し
て
そ
の
よ
う
な
共
同

の
目
的
の
た
め
に
組
合
員
が
自
主
的
に
協
同
組
合
を
作
っ
て
、
自
主
的
に
協
同
組
合
を
運
営
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
関
係
に
あ
る
組
合
と
組
合
員
と
の
関
係

に
つ
き
ま
し
て
、
一
般
の
割
賦
販
売
業
者
と
購
入
者
と
の
聞
の
よ
う
な
調
整
、
法
律
の
秩
序
規
定
を
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
組
合
の
内
部
自
治

に
あ
ま
り
立
ち
入
り
過
ぎ
た
結
果
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
な
味
で
、
そ
う
い
う
種
類
の
組
合
は
、
い
ず
れ
も
こ
れ
は
適
用
除
外
を
い
た
し
た
と
い
う

の
が
こ
の
趣
旨
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
(
第
三
八
四
国
会
衆
議
院
商
工
委
員
会
割
賦
販
売
法
案
審
査
小
委
員
会
議
録
凶
号
三
頁
参
照
。
同
旨
、
一
九
六
一
年
六
月

七
日
参
議
院
街
工
委
員
会
に
お
け
る
松
尾
通
産
省
企
業
局
長
の
答
弁
、
第
三
八
四
国
会
参
議
院
商
工
委
員
会
議
録
二
九
号
五
頁
。
)
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説論

(

3

)

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
三
条
一
号
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
こ
の
種
の
協
同
組
合
は
、
普
通
「
商
庖
会
」
「
専
門
信
会
」
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
割

賦
購
入
あ
っ
せ
ん
形
態
に
お
け
る
昭
和
五
五
年
新
規
信
用
供
与
額
の
う
ち
ζ

の
よ
う
な
中
小
小
先
尚
団
体
が
信
用
供
与
者
、
す
は
わ
ち
あ
っ
せ
ん
業
者
と
な

る
割
合
は
約
五
凶
%
、
額
に
し
て
五
二
七
二
低
円
に
及
ぶ
(
『
日
本
の
消
費
者
一
信
用
統
計
刷
何
年
版
』
三
七
頁
参
照
)
。

(

4

)

た
と
え
ば
、
佐
世
保
筒
判
昭
和
凶

O
年
三
月
二
九
日
下
級
裁
民
事
裁
判
例
築
一
六
巻
三
号
五
一
二
頁
、
仙
台
高
判
昭
和
問
七
年
八
月
一
二

O
日
判
例
時
報
六

八
九
号
七
九
頁
、
東
京
高
判
昭
和
五
二
年
三
月
三
一
日
判
例
時
報
八
五
三
号
五

O
真
等
。

(

5

)

立
法
担
当
者
で
あ
る
松
尾
通
底
省
企
業
局
長
は
組
合
と
組
合
員
と
の
問
で
利
害
が
相
反
す
る
よ
う
な
問
題
が
お
こ
れ
ば
、
立
法
論
と
し
て
で
は
あ
る
が
、

む
し
ろ
現
実
的
な
考
え
方
を
と
り
た
い
と
述
べ
て
い
る
(
第
三
八
四
国
会
衆
議
院
商
工
委
員
会
割
賦
販
売
法
案
審
査
小
委
員
会
議
録
凶
号
三
頁
〉
。
ま
た
、

竹
内
昭
夫
教
授
は
互
助
会
の
割
賦
販
売
法
に
よ
る
規
制
に
関
連
し
て
、
法
律
上
の
建
前
に
お
い
て
団
体
に
互
助
的
要
素
が
あ
る
と
し
て
も
、
個
々
の
取
引
の

面
に
お
い
て
利
害
対
立
が
な
い
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、
個
々
の
取
引
面
に
お
い
て
は
営
利
を
目
的
と
す
る
企
業
と
そ
れ
以
外
の
団
体
を
区
別
す
る
法
準
は

な
い
、
と
発
言
さ
れ
て
い
る
(
第
六
八
四
国
会
衆
議
院
商
工
委
員
会
議
録
一
五
号
八
頁
)
。

(

6

)

円
以
も
適
切
な
例
と
し
て
は
、
運
送
業
者
が
自
己
の
営
業
の
た
め
に
ト
ラ
ッ
ク
を
購
入
し
た
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。

(

7

)

西
原
寛
一
『
商
行
為
法
』
第
三
版
一
九
七
三
年
六
七
京
、
七

O
頁。

(

8

)

本
件
評
釈
・
安
永
正
昭
・
判
例
評
論
二
二
山
号
三
六
頁
以
下
。

(

9

)

高
羽

7
「
新
判
例
の
紹
介
と
批
判
及
び
対
策
」
月
刊
ク
レ
ジ
ッ
ト
二
四
九
号
五
官
民
以
下
。

(
叩
)
〔
7
〕
・
〔
8
〕
判
決
は
、
割
賦
販
売
法
六
条
を
適
用
す
る
こ
と
な
く
単
に
損
害
賠
償
の
予
定
に
関
す
る
特
約
条
項
の
解
釈
が
問
題
と
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と

も
割
賦
販
売
法
六
条
の
規
定
に
合
致
し
た
有
効
な
特
約
条
項
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
そ
の
特
約
条
項
の
解
釈
が
問
題
と
な
っ
た
の
か
、
必
ず
し
も
明
確

で
は
な
い
。

(
ロ
)
判
例
研
究
・
柴
田
博
・
ジ
ユ
リ
ス
ト
凶
一
五
号
一
一
二
二
頁
以
下
。

(
ロ
)
判
例
研
究
・
木
下
毅
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
川
九

O
号
一
二
五
頁
以
下
。

(
臼
)
一
九
六
一
(
昭
和
三
六
)
年
五
月
二
四
日
、
衆
議
院
商
工
委
員
会
割
賦
販
売
法
案
審
査
小
委
員
会
に
お
い
て
松
尾
通
産
省
企
業
防
長
は
、
五
条
一
一
一
項
に
該

当
す
る
場
合
に
は
「
双
方
自
分
の
営
業
の
た
め
に
す
る
商
人
と
し
て
経
済
的
に
明
る
い
者
同
士
の
場
合
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
ま
た
そ
の
た
め
の
支
払
い
そ

の
他
に
つ
い
て
十
分
金
策
も
経
済
人
と
し
て
は
考
え
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
で
あ
る
こ
と
を
想
定
い
た
し
ま
す
と
、
一
般
の
消
究
者
の
場
介
の
よ
う

な
、
こ
う
い
う
特
別
な
消
必
者
の
た
め
の
以
い
規
定
は
必
要
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
除
外
を
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
」
と
答
弁
し
(
第
三
八
問
国
会
衆
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(1) 

議
院
商
工
委
員
会
割
賦
販
売
法
案
審
査
小
委
員
会
議
録
五
号
一
八
頁
、
同
七
頁
て
ま
た
同
年
六
月
二
目
、
参
議
院
商
工
委
員
会
に
お
け
る
割
賦
販
売
法
案

の
提
案
理
由
補
足
説
明
の
な
か
で
、
五
条
二
一
項
に
つ
い
て
「
;
:
:
い
わ
ゆ
る
商
人
同
士
の
割
賦
購
入
契
約
の
場
合
に
は
、
商
人
同
土
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、

一
般
消
費
者
の
よ
う
な
特
別
の
保
護
規
定
を
必
要
と
し
な
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
(
第
三
八
回
国
会
参
議
院
商
工
委
員
会
議
録
二
八
号
二
頁
)
。

(

H

)

こ
の
他
、
積
立
式
宅
地
建
物
販
売
法
三
五
条
、
四

O
条
一
項
(
宅
地
建
物
取
引
業
法
三
八
条
準
用
)
が
あ
る
。

(
日
)
商
法
施
行
法
一
一
七
条
は
、
不
当
に
高
い
損
害
賠
償
の
予
定
に
つ
き
裁
判
所
に
相
当
の
減
額
を
許
し
て
い
た
旧
利
息
制
限
法
五
条
の
、
商
事
関
係
へ
の
適

用
を
排
除
し
て
い
た
。

(
日
)
起
草
者
の
法
案
成
立
後
の
解
説
の
中
で
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
(
吉
田
掃
「
利
息
制
限
法
解
説
」
法
曹
時
報
六
巻
六
号
一

O
一一良)。

(
げ
)
た
と
え
ば
、
森
泉
章
『
判
例
利
息
制
限
法
』
一
九
七
二
年
一
四

i
一
六
頁
参
照
。

(
国
)
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
自
ら
買
主
と
な
る
宅
地
等
の
売
買
契
約
に
宅
地
建
物
取
引
業
法
三
八
条
、
三
一
九
条
、
四
二
条
の
適
用
が
あ
る
か
否
か
が
争
点
と
な

っ
た
事
件
に
お
い
て
、
東
京
高
判
昭
和
五
六
年
一
月
二
八
日
(
判
例
時
報
九
九
六
号
七
六
頁
)
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
三
八
条
、
二
一
九
条
、
四
二
条
を

「
宅
地
等
の
取
引
に
つ
い
て
の
知
識
、
経
験
の
乏
し
い
一
般
人
た
る
買
主
を
保
護
す
る
た
め
の
規
定
」
と
解
し
た
。

(
四
)
た
と
え
ば
、
大
判
昭
和
一
一
年
五
月
一
一
日
民
集
一
五
巻
八

O
八
頁
。

(
却
)
た
と
え
ば
、
大
判
大
正
五
年
一

O
月
二
七
日
民
録
二
二
輯
一
九
九
一
頁
。

(
紅
)
一
九
六

O
(昭
和
三
五
)
年
法
案
の
六
条
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
、
立
法
担
当
者
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
少
な
く
と
も
民
法
の
一
般
原
則
以

上
に
割
賦
販
売
業
者
が
勝
手
に
契
約
解
除
に
伴
う
損
害
賠
償
を
む
や
み
に
と
る
よ
う
な
こ
と
は
法
律
的
に
制
限
す
る
必
要
が
あ
る
、
そ
う
い
う
意
味
の
内
容

を
第
六
条
に
盛
っ
て
お
る
意
味
で
あ
り
ま
し
て
、
現
状
よ
り
は
確
か
に
消
費
者
の
た
め
に
大
き
な
保
護
の
内
容
に
な
っ
て
お
る
と
思
い
ま
す
。
」
(
第
三
四
回

国
会
衆
議
院
商
工
委
員
会
議
録
三
九
号
九
頁
)

(
沼
)
た
と
え
ば
我
妻
栄
『
新
訂
債
権
総
論
(
民
法
講
義
買
)
』
一
九
六
四
年
一
一
九
|
一
二

O
頁
、
於
保
不
二
雄
『
債
権
総
論
』
新
版
一
九
七
二
年
一
一
一
一

九
|
一
四
一
一
良
。

(
お
)
債
権
者
に
そ
の
予
見
可
能
性
の
主
張
・
立
証
を
要
求
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
程
度
の
も
の
を
特
別
の
損
害
、
当
然
そ
こ
ま
で
は
賠
償
を
認
め
る
の
が
妥
当

な
も
の
を
通
常
の
損
害
と
解
し
、
契
約
締
結
時
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
予
見
可
能
性
を
賠
償
範
囲
の
決
定
基
準
と
解
す
る
近
時
の
有
力
説
(
平
井
宣
雄

『
損
害
賠
償
法
の
理
論
』
一
九
七
一
年
一
六
九
|
一
七
二
頁
、
星
野
英
一
『
民
法
概
論
直
』
一
九
七
八
年
七
一
|
七
五
頁
)
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
契
約
当
事

者
の
態
様
(
商
人
か
否
か
等
)
、
契
約
の
目
的
(
営
業
設
備
と
し
て
の
使
用
、
自
家
の
消
費
、
生
活
上
の
使
用
等
)
目
的
物
の
種
類
等
が
損
害
賠
償
の
範
囲
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論 説

に
関
す
る
具
体
的
な
決
定
基
準
を
導
く
た
め
に
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
右
有
力
説
の
見
解
に
基
づ
け
ば
、
仮
に
購
入
者
の
た
め
に
商
行
為
と

な
る
割
賦
販
売
の
場
合
に
も
、
割
賦
販
売
法
六
条
が
適
用
に
な
る
と
解
す
る
と
、
購
入
者
の
犠
牲
に
お
い
て
割
賦
販
売
業
者
が
過
当
に
収
得
し
た
と
は
一
言
え

な
い
範
囲
の
損
害
賠
償
請
求
を
一
律
に
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

〈
引
品
)
割
斌
販
売
法
八
条
一
号
は
、
む
し
ろ
、
所
有
権
留
保
の
推
定
規
定
で
あ
る
同
法
七
条
の
適
用
を
除
外
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
る
と
考
え
る
。
同
法
八
条
一

号
に
該
当
す
る
流
通
段
階
に
お
け
る
業
者
間
取
引
の
場
合
に
は
、
割
賦
販
売
さ
れ
る
商
品
が
さ
ら
に
消
費
者
等
に
転
売
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
、
所
有
権
留
保
安
」
推
定
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
か
ら
で
あ
る
(
小
松
国
男
「
割
賦
販
売
法
の
逐
条
的
解
説
」
法
律
時
報
資
料
版
一

O
号
同

一一良)。

(
お
)
割
賦
販
売
法
六
条
が
購
入
者
の
た
め
に
商
行
為
と
な
る
取
引
な
い
し
商
人
間
取
引
に
あ
っ
て
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
点
に
つ
き
、
立
法
論
と
し

て
で
は
あ
る
が
、
谷
川
久
「
動
産
割
賦
売
買
契
約
に
お
け
る
債
権
確
保
の
た
め
の
諸
条
項
と
問
題
点
」
大
阪
市
大
法
学
雑
誌
一

O
巻
三
号
九

O
l九
一
一
良

は
消
極
的
見
解
を
と
る
。

(
畑
山
)
こ
の
こ
と
は
、
購
入
者
の
た
め
に
当
該
割
賦
販
売
が
商
行
為
と
な
る
場
合
に
は
、
い
か
な
る
損
害
賠
償
の
予
定
な
い
し
違
約
金
の
定
め
を
し
て
も
有
効

で
あ
る
と
い
う
な
味
で
は
な
い
。
右
の
場
合
に
は
、
割
賦
販
売
法
六
条
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
等
の
制
限
を
す
べ
き
で
は
な
く
、
民
法
問
二

O
条
一
項
及
び
民

法
九

O
条
の
解
釈
問
題
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
損
害
賠
償
の
予
定
な
い
し
遼
約
金
に
関
す
る
特
約
の
効
刀
が
争
わ
れ
た
割
賦

販
売
法
施
行
前
の
判
例
が
参
考
に
な
る
(
た
と
え
ば
、
福
島
地
裁
郡
山
支
部
判
昭
和
三
五
年
一
一
月
一
八
日
下
級
裁
民
事
裁
判
例
祭
一

O
巻
一
一
号
二
四
五

O
頁
、
東
京
高
判
昭
和
三
九
年
三
月
三

O
日
東
京
高
裁
時
報
一
五
巻
三
号
六
三
頁
、
大
阪
地
判
昭
和
凶
一
年
五
月
一
一
一
一
一
日
判
例
時
報
凶
六
一
号
川
七
頁
)
。

少
な
く
と
も
「
契
約
の
解
除
後
商
品
を
返
還
し
、
既
払
分
の
賦
払
金
及
び
未
払
額
相
当
分
の
金
負
を
支
払
う
」
同
日
の
特
約
の
場
合
に
は
、
公
序
良
俗
違
反
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
解
除
時
が
契
約
締
結
直
後
で
あ
れ
ば
返
逃
さ
れ
る
商
品
が
新
品
同
様
だ
か
ら
で
あ
る
。
損
害
賠
償
の
予

定
に
関
寸
る
特
約
が
無
効
と
な
れ
ば
、
割
賦
販
売
業
者
は
民
法
第
間
一
六
条
に
基
づ
き
損
害
賠
償
請
求
す
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
不
当
に
多
額
な
賠
償
額
の
予
定
に
つ
き
裁
判
所
に
よ
る
減
額
を
認
容
す
る
ト
イ
ツ
民
法
三
間
三
条
及
び
ス
イ
ス
債
務
法
一
六
三
条
一
二
項
に
対
し

て
、
従
来
、
日
本
民
法
附
二

O
条
一
項
の
母
法
た
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
は
裁
判
所
に
よ
る
賠
償
額
の
改
訂
を
許
さ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
七
五
年

七
月
九
日
の
法
律
第
五
九
七
号
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
一
一
五
二
条
及
び
三
三
二
条
の
改
正
で
、
合
認
さ
れ
た
損
害
額
の
改
訂
権
限
が
裁
判
所
に
与
え
ら

れ
、
右
両
規
定
が
強
行
法
規
化
さ
れ
た
(
野
村
登
弘
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
近
の
民
法
典
改
正
」
日
仏
法
学
一

O
号
八
八

l
九
問
頁
参
照
)
。

従
っ
て
、
民
法
四
一
一

O
条
一
項
を
制
限
的
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
私
の
立
場
は
、
比
絞
法
的
に
も
是
認
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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(1) 

(
幻
)
谷
川
・
前
渇
論
文
・
大
阪
市
大
法
学
雑
誌
一

O
巻
三
号
八
四
一
良
は
、
購
入
者
の
た
め
に
商
行
為
と
な
る
場
合
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
「
一
凶
の
賦
払
金
支

払
遅
滞
に
よ
る
期
限
の
利
益
喪
失
条
項
が
常
に
有
効
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
残
代
金
領
、
遅
延
の
理
由
、
遅
延
の
程
度
如
何
に
よ
っ
て
は
、
売
主

に
よ
る
こ
の
権
利
の
行
使
が
権
利
濫
用
と
し
て
制
限
さ
れ
る
乙
と
も
あ
る
」
と
述
べ
る
ο

正
当
と
考
え
る
。

(
お
)
す
で
に
、
拙
稿
「
ロ

1

ン
提
携
販
売
の
法
的
権
造
に
関
す
る
一
考
察
付
」
北
大
法
学
論
集
ゴ
一

O
巻
二
号
六
真
に
お
い
て
、
①
向
己
の
川
町
業
過
程
以
外
に
お

い
て
契
約
を
締
結
し
、
か
つ
契
約
の
相
手
方
が
事
業
者
で
あ
る
こ
と
、
②
当
該
契
約
の
目
的
物
が
営
業
目
的
に
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
、
以
上
コ
つ
の
要
件
を

満
た
ず
場
合
を
消
費
者
契
約
で
あ
る
と
定
義
し
た
が
、
本
稿
に
お
い
て
も
こ
の
定
義
は
維
持
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
き
、
四
ド
イ
ツ
で
は
、
開
Fro

g
ロ
民
間
宅
子
〈

R
E
E口
Y
2
2
Y
E
N
U
N
-
K戸
主

-
-
S
3・
ω
-
H
3
及
び
包
含
岡
山
色
町

5
3
k
g
g丘
町
白
目
当
Eω
与
え
円
円
。
口
宮
同
ヨ

F
U℃
正
号
円

ぐ

2rHmロログ
0
2
2
z
r
c戸《
TMHM間
-
g
a
-
∞・

5白
l
H
0
4

、
か
消
費
者
い
用
を
個
人
的
な
利
用
の
た
め

(NRHUR田
口
出

F
r
〈

R
4
g
Eロ
加
)
の
信
用
、
個
人

的
消
費
の
た
め

(Nロ
日
司
自
門
問
。
己

r
r
g
〈
R
F
5
5
r
L
Z
Z広
5
-
r
同
3
2
B
H広
三
の
俗
用
と
解
し
て
い
る
の
に
対
し
て
語
、
乙
芯
司
国
主
仏

E
F
巧
平

口
}
足
冨
由
民

E
B
o
z
o
s
-
v
r
E
S
回一口

y
g
g
ω
口}百円

N
牛
耳
〈

R
r
gロロゲ
O

同
国
国
戸
園
町
内
同
町
自
の

o
z
z
p担
問
。

Z
B
g
gロ
r
s
E
Z
4
0
z
g
h
y
gロ
Nロ
g

g
-
U
0
5
2
r
oロ(『
E
E
S
E
m
-
S∞0
・
ω・
8
は
、
消
費
が
、
私
的
に
守
口
〈
巳
)
に
、
す
な
わ
ち
公
的
吉
宗
旨
己

zr)
で
な
く
、
ま
た
営
業
的
(
問
。
君
。
手
・

ロ
ロ
『
)
で
も
職
業
的
示
。

E
E口
『
)
に
で
も
な
く
生
じ
て
い
る
こ
と
が
、
消
費
者
信
用
で
あ
る
か
否
か
の
決
定
的
基
準
と
な
る
と
解
し
、
私
的
必
要
に
奉
仕

す
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
最
終
的
消
費
の
た
め
の
信
用
を
消
費
者
信
用
で
あ
る
と
す
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。

消費者信用取引と割賦販売法五条・プミ条
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<Summaries of Contents;? 

Konsumentenkredit in Japan und die ~~ 5， 6 des 
Gesetzes uber die Abzahlungsgeschafte (1) 

Emiko CHIBA* 

1. Problemstellung 

2. Die Meinung der Gesetzgebers uber den Anwendungsbreich der 

SS 5， 6 AbzG 
3. Die personellen Grenzen des Anwendungsbereich (in diesem Heft) 

4. Die sachlichen Grenzen des Anw巴ndungsbereich

5. Ergebnisse 

1. Tn Jape.n erful1en gleichfalls Warenkredit und Geldkredit an ¥' er-

brauchern dieselbe Funktion. Verbraucher kδnnen Waren auf Raten. 

zahlungen in der ersteren und in der letzteren Kreditform kaufen. Der 

Verbraucher. Teilzahlungskunde ist im einen wie im anderen Fa!l gleich 

schutzbedurftig vor einseitigen Gunsten des Verkaufers und des Kredit. 

gebers. Eine Beschrankung der gesetzlichen Schutzmasnahmen auf 

den Fal! des Abzahlungskaufs wurde die Kreditgeb巴rzu einer Flucht 

in andere Kreditformen veranlassen. Gerade deshalb weist man in Ja. 

pan gleich wie in den anderen hoch entwickelten kapitalistischen Staaten 

auf die Notwendigkeit eines umfassenden Schutzes des Verbrauchers， 

der der Kresitnehmer ist， hin. Eine Regelung sol1 gescha任enwerden， 

die zumindest alle Ratenkredite erfast. 1n diesem Fal! handelt es sich 

darum， welche V orschrift巴ntatsach1ich vorgelegt werden sollten. Man 

hat zu erwagen， ob die uberkommenen Schutzvorschriften fur Abzahlungs. 

kaufer zum Verbraucherschutz zweckmasig sind und ob diese Vor. 

schriften auf al1e Formen des Konsumentenkredits erstreckt werden 

kδnnten und sol1ten. 

Unter diesen Gesichtpunkten sollte hier in der vor1iegenden Arbeit 

versucht werden， den Anwendungsbereich der SS 5， 6 des Gesetzes包ber
die Abzahlungsgeschafte aufzuklaren. 1m Vergleich zum japanischen Zivil. 

* Assistentin an der Juristischen Fakultat der Universitat Hokkaido. 
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recht geben die 995， 6 des AbzG dem Abzahlungskaufer den folgenden 

Schutz: sowohl der Rucktritt vom Abzahlungsgeschaft bei Verzug des 

Kaufers wie die Abrede， das bei Zahlungsverzug die g旦nzeRestschuld 

vorzeitig fallig werden soll， sind erst gultig， wenn der Verkaufer ihm 

zur Leistung des Ratenbetrags eine Frist von uber 30 Tagen gewahrt hat 

und die Leistung nicht in dieser Frist erfolgt ist (951， II AbzG); trotz 

einer Vereinbarung einer Schadenspauschale oder einer Vertragsstrafen. 

abrede darf der Verkaufer nicht den Schadenersatz oder die Vertrags-

strafen ぞiberden im 96 AbzG bestimmten Betrag hinaus nach dem 

Rucktritt verlagen. Inwieweit diese Bestimmungen des AbzG dem Zivil-

recht vorgehen， hangt davon ab， ob ihre personellen und sachlichen 

Voraussetzungen gegeben sind. Dies ist auf der anderen Seite eine Frag巴

der einzelnen entsprechenden Tatbestandsmerkmale. 

2. Wie hat der Gesetzgeber die Grenzlinie fur den Anwendungsbereich 

der 985， 6 des AbzG， das im Jahr 1965 erlassen wurde， festgelegt? 

Der Meinung des Gesetzgebers nach weden zunachst die personellen 

Grenzen des Anwendungs ber eichsder Vorschriften durch98 Nr. 4 & 5 

AbzG bestimmt. Danach sind die 895， 6 des AbzG unanwendbar auf die 

folgenden Abzahlungskaufe: auf einen Abzahlungskauf zwischen einer 

Gesellschaft (festgelegt im bctrc任cndenSondergesetz) und ihrem Gesell-

schaftsmitglied; auf einen zwischen einer Gewerkschaft und ihrem Ge-

werkschaftmitglied; auf ein巴nzwischen einem Unternehmen und seinem 

Angestellten. Weiter ist die Anwendung 851， II AbzG ausgenommen， 

wenn ein Abzahlungskauf ein Handelsgeschaft nicht nur fur den Ver-

kaufer， sondern auch fur den Kaufer ist (85111 AbzG). Einerseits handelt 

es sich darum， ob die 885， 6 AbzG den Schutz allen Verbrauchern die 

Abzahlungskaufer sind， geben， und anderseits ob 86 auch anwendbar 

ist， wenn ein Abzahlungskauf ein beiderseitiges Handelsgeschaft ist. Was 

die Geschaftsform betrifft， sind die 895， 6 AbzG der Absicht des Gesetz-

gebers nach anwendbar nur auf einfache Abzahlungskaufe. Durch das 

Anderungsgesetz aus dem Jahr 1972 wurde freilich die Rechtsste11ung 

df'S Kiiuff'rs verbessert und der ..Kaferschutz“wurde klar zum Ziel 

des Abzahlungsgesetzes・ Jedoch andert es nichts an dem sahlichen 

Anwendungsbereich der 995， 6 AbzG. Deshalb sol1 die Problematik 

beh呂ndeltwerd 
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wenn sie ein Abzahlungsgeschaft abschliesen・ Denndie Mitglieder or-

ganisieren und verwalten sich selbtstandig um ihre gemeinschaftliche 

Zwecke zu verfolgen. Deshalb sind die Grenzlinien fur den personellen 

Anwendungsbereich gemas e 8 Nr. 4 & 5 AbzG festgelegt um diesen 
Organisationen ihre Autonomie zu sichern. 

1n wirklichlぽitaber erwachsen Gefahren fur diese Abzahlungskaufer 

aus der uberlegene Stellung der Organisationen (z. B. die Gesellschaften 

von mittleren und kleinen Unternehmen). Dem Abzahlungskaufer in 

einem einzelnen Vertragsverhaltnis geben ee 5，6 den bestimmten Schutz 
vor einseitigen Gunsten des Verkaufers. Meiner Meinung nach sollten 

die Abzahlungsgeschafte zwischen den Organisationen und ihren Mit. 

gliedern nicht ganz vom Anwendungsbereich des Abzahlungsgesetzes 

ausgenommen werden. e 8 Nr. 4 & 5 AbzG sind dahin zu verstehen， 
das diese Abzahlungsgeschafte weder unter die Verwaltungskontrolle 

noch unter die strafrechtliche Kontrolle， jedoch unter die zivilrechtliche 

Kontrolle gemaβdem Abzahlungsgesetz fallen sol1en・

(2) Die dem e 5 III AbzG entspr巴chendepersonelle Grenze ist 
nicht durch e 6 AbzG bestimmt. Gemas e 5 III sind Abzahlungsge-
schafte unter den Kaufleuten zum Betriebs ihres Handelsgewerbes vom 

Anwendungsbereich des e 5 ausgenommen. Es ist zu fragen， ob e 6 
auch anwendbar sei， wenn ein Abzahlungsgeschaft ein Handelsgeschaft 

auch fur einen Kaufer d. h. ein beiderseitiges Handelsgeschaft ist. 

S 6 AbzG ist eine Sonderregelung fur e 420 1 des Zivilsgesetzbuchs. 
Danach durfen die Verkaufer weder eine Vereinbarung einer uberhδhten 

Schadenspauschale treffen noch eine uberhδh te Vertragsstrafenabrede 

fuhren und solche Vereinbarungen werden ungultig. Die Richer kδnnen 

den Schadenersatz oder die Vertragsstrafen auf den im S 6 AbzG 
bestimmten Betrag herabsetzen. Auserdem gibt e 6 dem Kaufer einen 
solchen Schutz， das die Regelungen uber den Betrag an sich mehr 

als der Grundsatz des Schadenersatzes gemas e 416 des Zivilsgesetzbuchs 
beschrankt werden. 

Was den personellen Anwendungsbereich betri妊t，ist e 6 AbzG aus-

zulegen， das S 6 AbzG wie S 5 AbzG unwendbar ist， wenn ein Ab-
zahlungsgeschaft ein beiderseitiges Handelsgeschaft ist. 1m diesem Sinn 

kann man sagen， das die uberkommenen Schutzvorschriften fur die 

Abzahlungskaufer d. h. SS 5， 6 AbzG S 
braucher sind. 

(Fortsetzung folgt) 
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